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厚生年金保険及び国民年金（基礎年金）について報告を求める事項

１　財政検証の枠組みに関する資料

１－１　財政検証の枠組みに関する基本的事項(下記（ⅰ）～（ⅵ）を含んだもの)
　（ⅰ）財政検証の目的（何のために検証するのか）
　（ⅱ）財政検証の実施主体（誰が検証するのか）
　（ⅲ）財政検証の頻度（いつ検証するのか）
　（ⅳ）財政検証の方法に関する（法令上の）制約条件
　　　　（注）検証対象となる制度、検証対象となる期間、検証の基準など
　（ⅴ）財政検証結果の利用方法（財政検証の結果を踏まえて誰が何を実施するのか）
　（ⅵ）財政検証について（法令上）公表が求められている事項

　平成16年改正で保険料水準を固定したことにより、従来の保険料の引上げ計画を策定する財政再
計算が行われることはなくなったが、保険料固定方式の下でも、人口や社会・経済情勢の変化に伴う
さまざまな要素を踏まえて、財政状況を検証していくことは必要であるため、少なくとも５年に１度、「財
政の現況及び見通し」を作成する財政検証を行うこととされた。
　厚生年金保険法及び国民年金法では、厚生年金事業及び国民年金事業の財政について、財政検
証として政府は以下の①～⑤を実施することとされている。
　①　保険料、国庫負担、給付に要する費用など年金事業の収支について、今後おおむね100年間
        における見通しを作成すること。
　②　今後おおむね100年間において財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合には、政令
        でマクロ経済スライドによる給付水準調整の開始年度を定めること。
　③　マクロ経済スライドによる給付水準調整を行う必要がなくなったと認められる場合には、給付水準
        調整の終了年度を定めること。
　④　マクロ経済スライドによる調整期間中に財政検証を行う場合には、給付水準調整の終了年度の
        見通しを作成すること。
　⑤　①及び④の見通しを公表すること。
　すなわち、財政検証は、おおむね100年間の財政均衡期間の収支の見通しを作成し、財政均衡期
間の年金財政の均衡を図るためには、マクロ経済スライドによる給付水準調整をどの程度行う必要が
あるかを推計し、財政検証を行った時点で調整を終了しても年金財政の均衡が図られる見通しとなる
ときに、給付水準の調整を終了することとなる。
　このように、財政検証は、直近の人口や社会・経済状況を踏まえ、財政の見通しを作成することによ
り、平成16年改正法に基づき、長期的な収支の均衡が図られているか（持続可能性）と給付水準調整
の終了年度及び将来の給付水準の見通し（給付の十分性）を調べ、年金財政の健全性の検証を行う
ものである。
　また、政府は、財政検証において５年後までの間に所得代替率が50％を下回る見込みとなった時点
において、給付水準調整の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他
の措置を講ずることとされた。また、併せてその際には、給付と負担の在り方についての検討を行い、
所要の措置を講ずることとされている。

　なお、財政見通しは、毎年度の収入、支出及び積立金の状況を財政均衡期間のおおむね100年に
わたり、今回は令和97(2115)年度まで推計したものであり、令和97(2115)年度始の積立金が令和
97(2115)年度支出の1年分となるようなマクロ経済スライドによる給付水準調整を行った上で、財政均
衡期間における財政見通しを作成している。

１－２　将来見通しを作成する際に前提とした公的年金制度の内容

　2019年３月において施行されている法令及び2016年年金改革法（平成28年法律第114号）の法律に
基づく未施行事項（国年１号被保険者の産前産後期間の保険料免除、年金額改定ルールの見直し）
を前提としている。また、国会審議における大臣答弁等をふまえ、既裁定者の年金について、新規裁
定者の年金水準との乖離幅が２割となった場合は、新規裁定者の年金と同じ賃金上昇率で改定する
ように推計している。
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２　財政検証における推計方法に関する資料

２－１　将来推計の全体構造がわかる資料（フローチャートなど）

参考資料「１　将来推計の全体像」参照

２－２　推計方法（数理モデル）に関する資料
２－２－１　年次別推計の算定式レベルでの計算過程

参考資料「２　給付水準調整を行わない場合の給付費等の将来推計」参照

２－２－２　厚生年金実施機関別又は制度別の被保険者数の見通しの作成方法

参考資料「３　被保険者数の将来推計」参照

２－２－３　制度間、厚生年金実施機関間の資金の授受についての計算過程

＜基礎年金拠出金・基礎年金交付金＞
　　毎年度の基礎年金給付に要する費用の総額を推計した後、基礎年金の財政は現役世代全体で支
える考え方であることから各勘定から支出する基礎年金拠出金の算出は、各制度の被保険者の人数
比（20～59歳、国民年金の免除、未納を除く。）で按分している。

＜厚生年金拠出金・厚生年金交付金＞
　・各実施機関の厚生年金拠出金は、拠出金算定対象額（厚生年金全体の厚生年金給付費（国庫・
公経済負担及び追加費用を除く。）と基礎年金拠出金（国庫・公経済負担を除く。）の合計額）を、保険
料財源比率と（１－保険料財源比率）で分け、それぞれを各実施機関の標準報酬総額及び積立金残
高（１・２階部分相当）の相対比で按分した額から、各実施機関の基礎年金拠出金（国庫・公経済負担
を除く）を差し引くことにより算出している。なお、全ての実施機関が同じ保険料率に統合される2026年
度までの間、激変緩和措置として、各実施機関の支出費（各実施機関における厚生年金給付費（国
庫・公経済負担及び追加費用を除く。）と基礎年金拠出金（国庫・公経済負担を除く。）の合計額）按分
も取り入れることとしている。
・各実施機関の厚生年金交付金は、各実施機関における厚生年金給付費から国庫・公経済負担及び
追加費用を除くことにより算出している。
・ここで、保険料財源比率とは、直近の財政検証における財政均衡期間（概ね100年間）の拠出金算定
対象額に占める保険料収入の割合であり、令和２年度以降は、0.85を適用することとされた。なお、各
ケースの厚生年金拠出金・交付金の見通しは、各ケースの保険料財源比率を基に作成している。
（ケースⅠ：0.87、ケースⅡ：0.86、ケースⅢ：0.85、ケースⅣ：0.88、ケースⅤ：0.88、ケースⅥ：－）

＜国共済と地共済の間の財政調整＞
・費用負担平準化のための財政調整（財政調整Ａ）については、国共済と地共済とで、拠出金算定対
象額から積立金按分率分を除いた額の標準報酬総額に対する比率が均衡するよう、拠出金の拠出・
受入の見通しを作成している。なお、旧職域（３階）部分に係る拠出金の拠出・受入が行われるときは、
これと同額を逆向きに拠出・受入が行われることを考慮している。
・収支に着目した年金給付に支障をきたさないための財政調整（財政調整Ｂ）については、国共済と地
共済について財政調整Aを考慮した収支残高を算定し、黒字の共済から赤字の共済に拠出金を拠出
する（黒字額の範囲内で赤字額を埋める）として見通しを作成している。なお、財政調整Cが行われると
きは財政調整Bは行われないこととしている。
・積立金に着目した年金給付に支障をきたさないための財政調整（財政調整Ｃ）については、国共済と
地共済について財政調整Aを考慮した積立金額を算定し、積立剰余がある共済から積立赤字の共済
に拠出金を拠出する（積立剰余の範囲内で積立赤字額を埋める）として見通しを作成している。
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２－２－４　推計方法の開発・変更のプロセス

２－２－４－１　推計方法の開発・変更のプロセスに関する規定事項及びその遵守状況

・給付水準調整前の国民年金・厚生年金の給付費推計プログラム
・給付水準調整割合の推計、国民年金・厚生年金の収支計算プログラム

２－２－４－２　前回財政検証からの推計方法の変更点についてその内容と変更理由の一覧

　2016年年金改革法の改正を反映している。
・短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進
・国年１号被保険者の産前産後期間の保険料免除
・年金額改定ルールの見直し（マクロ経済スライドのキャリーオーバー制、賃金スライドの徹底）

２－２－４－３　推計方法に関し、変更を行わなかった箇所の妥当性や、全体としての整合性
　　についての検証・点検状況

　従前までの検証結果との接続を見る観点からも、これまでの推計手法に疑義がなければ、変更は加
えていない。　ただし、制度改正については、年金局数理課において方針を確認して推計に反映して
いる。
　経済前提や労働力の違いやオプション試算など複数シミュレーション結果の差異については、給付
費等出力結果そのものの精査や、シミュレーション結果同士の差分を比較するなど、確認を行ってい
る。

２－２－４－４　決定論的手法・確率論的手法に関する検討状況

　財政検証は、決定論的手法に基づき実施している。
　確率的将来見通しについては、2014年財政検証のピアレビューの報告書や、その後の年金数理部
会の議論でも指摘されているように、
・対象基礎率の選定、基礎率の分布の設定が困難であること
・基礎率間の整合性をどう考えるべきか
・必要なシミュレーションの回数など技術的な課題
・結果の表現方法も難しい
など、実施するためには課題が多いと認識しているところ。
　特に、人口要素の出生率、死亡率や経済要素の物価上昇率、賃金上昇率、運用利回り、労働参加
率については、財政検証における重要な要素であるため、将来の確率分布を設定する必要があると考
えたが、これらの確率分布について、将来の不確実性を踏まえると、どのように設定すれば有用な将来
推計となるか結論を得ることができなかった。

２－２－５　シミュレーションの結果数値を、決算又は事業統計から把握した実績値と円滑に接続させる
　　　　　　ために行ったキャリブレーションの方法

　財政検証では、直近年度までの実績を基礎数・基礎率としてシミュレーションに投入している。また、
実績と推計の接続について確認している。

プログラムを修正する際は、修正方針について課内で確認した上で、担当者複数人でプログラム改修
作業を行っている。
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２－３　基礎数に関する資料

２－３－１　基礎数の種類

別添「様式① 基礎数のもととなる統計と基礎数の作成方法等」参照

２－３－２　基礎数のもととなる統計と基礎数の作成方法等

別添「様式① 基礎数のもととなる統計と基礎数の作成方法等」参照

２－３－３　基礎数の具体的な数値

別添「２－３－３　基礎数の具体的な数値」参照

２－４　基礎率（将来に関する仮定・前提条件）に関する資料

２－４－１　基礎率の種類

別添「様式② 基礎率のもととなる統計と基礎率の算出方法等」参照

２－４－２　基礎率の設定根拠と検討の過程

　　２－４－２－１　各種の前提条件・基礎率の設定における重要性の考慮状況

　人口・労働力・経済の前提については、複数の幅を持たせた上で推計を行っている。その他につい
ては、　別添「様式② 基礎率のもととなる統計と基礎率の算出方法等」にあるとおり、基本的には実績
値を基に設定している。

　　２－４－２－２　人口前提の考え方と検討プロセス

日本の将来推計人口（2017年４月、国立社会保障・人口問題研究所）

　　２－４－２－３　経済前提の考え方と検討プロセス

　社会保障審議会年金部会「年金財政における経済前提に関する専門委員会」での検討
　長期的な経済状況を見通す上で重要な全要素生産性（TFP)上昇率を軸とした幅の広い６ケース

　　２－４－２－４　各種の前提条件・基礎率の間の依存関係の織り込み状況
　　２－４－２－５　基礎率（人口前提、経済前提を除く）のもととなる統計と基礎率の算出方法等
　　　　　　　使用した年度、抽出方法、設定方法、補正・補完の方法、年度等による率の変化、

　　　　　　　　前回財政検証からの変更点、データの信頼性・十分性の検証状況、
　　　　　　　　合理性・妥当性の検証状況等

別添「様式② 基礎率のもととなる統計と基礎率の算出方法等」参照

　　２－４－２－６　基礎率の具体的な数値

別添「２－４－２－６　基礎率の具体的な数値」参照

２－５　積立金の初期値の積算根拠

別添「様式③ 積立金の初期値の積算根拠」参照
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３　財政検証の詳細結果

３－１　被保険者数の見通し

３－２　年金種別別の受給者数・給付費の見通し

３－３　財政見通し（収入・支出の内訳を含む）

３－４　給付水準調整前の年金改定率の見通し・スライド調整率の見通し
・給付水準調整後の年金改定率の見通し

３－５　給付水準の見通し

３－６　基礎年金拠出金・交付金等の見通し
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４　推計結果の分析及び財政検証結果の表示の適切性

４－１　財政検証結果として表示する項目の選定理由、表示項目に不足がないことの検証状況

　国民年金法および厚生年金保険法に規定されている年金事業の今後おおむね100年間 における収
支見通しや・マクロ経済スライド調整の調整終了年を示している。
　また、オプション試算の実施項目としては、社会保障審議会年金部会等の議論を踏まえて実施してい
る。

４－２　推計結果に内在する不確実性を表現するための取組み又は工夫

　社会保障審議会年金部会の下に設置された専門委員会報告書でも「財政検証の結果は、 人口や経
済を含めた将来の状況を正確に見通す予測（forecast）というよりも、人口や経済等に関して現時点で得
られるデータを一定のシナリオに基づき将来の年金財政へ投影（ projection ）するものという性格に留意
が必要である。このため、財政検証に当たっては、 長期的に妥当と考えられる複数のシナリオを幅広く
想定した上で、長期の平均的な姿として複数ケースの前提を設定し、その結果についても幅を持って解
釈する必要がある」と記されており、この考え方に基づき、幅広い６ケースをメインケースを設けず並列に
設定している。また、この考え方を財政検証結果レポート等、様々な機会に説明してきている。

４－３　結果の表示方法の変更点

　公的年金財政の現況及び見通しがより伝わりやすくなる観点から、オプション試算等の資料の充実や
工夫を行った。例えば、
○オプション試算として、新たに以下の試算を行った。
・オプション試算A（被用者保険の更なる適用拡大）として、現行の規模要件を廃止した場合の試算
・オプション試算B（保険料拠出期間の延長と受給開始時期の選択）として、在職老齢年金の見直し、厚
生年金の加入年齢の上限の引き上げ、就労延長と受給開始時期の選択肢の拡大（受給開始可能期間
の年齢上限を現行の70歳から75歳まで拡大）に関する試算
・オプション試算Aとオプション試算Bの組み合わせ試算
・参考試算として、2016年年金改革法による年金額改定ルールの効果（賃金スライドの徹底、キャリー
オーバーの導入）に関する試算
○公的年金の給付と負担の国民経済（GDP)に対する大きさや、足下（2019年度）の所得代替率を確保
するために必要な受給開始時期に関する資料を新たに示した。
○所得代替率の見通しについて、これまでの財政検証結果からの変化を示し、特に基礎年金の給付水
準調整が長期化している点を示した。
○公的年金の給付水準は、片働きや共働きといった世帯類型によって決まるものではなく、世帯の１人
当たりの賃金水準が同じであれば、年金月額、所得代替率は同じとなる。このようなことについて国民の
皆様にご理解いただけるよう、
・これまでと同様に、モデル年金の賃金水準のケースだけではなく、賃金水準に応じて所得代替率も変
わることを提示した上で、
・様々な賃金水準の幅の中に、片働き世帯や共働き世帯がどの程度存在しているかを提示する
などの工夫をした。

４－４　財政検証結果として公表された資料・報告書

○第９回社会保障審議会年金部会（2019年８月27日）資料
・（資料１）2019（令和元）年財政検証結果のポイント
・（資料２－１）国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し
・（資料２－２）国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し（詳細結果）

・（資料３－２）国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しの関連試算（詳細結果）
　ー 2019 （令和元）年オプション試算結果（財政見通し等） ー
・（資料４）2019(令和元）年財政検証関連資料

４－５　財政検証結果の公表の手段（ホームページ等への公開状況等）

○第９回社会保障審議会年金部会（2019年８月27日）資料
○厚生労働省ホームページ掲載データ（プログラム、基礎数、基礎率など）

４－６　令和元年財政検証の情報公開に関する今後の予定

○刊行物：2019年財政検証結果レポート
○厚生労働省HP　いっしょに検証！公的年金（いわゆる、年金マンガ）

・（資料３－１）国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しの関連試算
　ー 2019 （令和元）年オプション試算結果 ー
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５　財政検証の実施体制に関する資料

５－１　今回の財政検証にかかわる組織体制、担当職員の人数
５－２　各担当職員について、その専門性（あるいはこれまでの実務経験、経験年数）と
　　　　今回の財政検証での役割又は担当業務

実施体制は以下の通り（2019年財政検証公表（2019年８月27日）時点）。

実施体制 入省後年数
年金関係経験年数（※５）

数理課経験年数

数理課長 28年5月 10年3月 3年9月

総括担当

　　課長補佐 19年5月 12年2月 8年11月

厚生年金担当

　　課長補佐（※１） 10年5月 4年5月 4年5月

　　数理専門官（※２） 7年5月 3年2月 3年2月

　　係長（※３） 3年5月 2年5月 0年2月

　　係員 0年11月 0年11月 0年11月

国民年金・基礎年金担当

　　課長補佐（※４） 16年5月 5年1月 3年0月

　　課長補佐 10年5月 5年2月 2年2月

　　係長 3年5月 2年2月 2年2月

数理調整管理室長 23年5月 14年3月 11年3月

共済年金担当

　　室長補佐（※１） （同上） （同上） （同上）

　　数理専門官（※２） （同上） （同上） （同上）

　　係長（※３） （同上） （同上） （同上）

※１～３　共済年金担当は、それぞれ厚生年金担当が兼務している。
※４　国民年金・基礎年金担当の課長補佐１名は2016年７月～2019年６月に数理課に配属され、
　「年金財政における経済前提に関する専門委員会」の業務等に従事したが、2019年８月27日
　時点では数理課に所属していない。
※５　年金関係経験年数とは、厚生労働省年金局、財務省主計局給与共済課、日本年金機構、
　国民年金基金連合会、企業年金連合会、年金シニアプラン等における在職年数

５－３　研修の実施状況

　厚生年金担当、国民年金担当ごとに、それぞれでシミュレーション方法等の研修を実施している。

５－４　推計方法の設計、構造、操作などに関する文書の整備状況　

　財政検証結果レポートに、財政計算スキーム及び計算式等をまとめている。
　さらに詳細については、担当ごとにプログラムのソースコードを引き継いでいる。

５－５　仮定（前提）・基礎率の設定根拠と検討過程に関する文書の作成状況　

・人口の前提は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」を用いている。
・労働力の前提は、独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給推計」を用いている。
・経済の前提は、社会保障審議会年金部会「年金財政における経済前提に関する専門委員会」
　の報告書に基づいている。
・その他の制度の状況等に関する前提については、財政検証結果レポートにまとめている。
　なお、前提の方針を数理課内で確認するため、計３２回打ち合わせを行った。
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５－６　推計作業における制度間又は厚生年金実施機関間の連携状況
　（ⅰ）　推計作業の連携にあたっての事前取り決め事項とその遵守状況

　（ⅱ）　基礎数・基礎率の作成における連携状況（情報の授受を行った場合、
　　　　　その情報の妥当性・適切性の確認状況を含む。）

　（ⅲ）　将来推計作業における連携状況（推計結果の確認・検証状況を含む）

　（ⅳ）　推計作業における制度間又は厚生年金実施機関間の連携状況の
　　　　平成26年財政再検証・財政再計算からの変更点

　2019年財政検証における各共済の基礎数・基礎率は、厚生年金保険法施行規則第88条の10に基づき各
実施機関から報告されたデータを基に設定している。
　報告を受けたデータについては、エラーチェックを行い、必要に応じて各実施機関に照会し修正するなど
の作業を行っている。
　また、各実施機関の基礎率は厚生労働省が作成し、各実施機関担当省にも妥当性・適切性等の観点から
の協議を行うことで連携を図っている。

　基礎数・基礎率の作成、被保険者数の将来推計の作成、国共済・地共済間の財政調整を織り込んだ実施
機関別の収支見通しを厚生労働省が作成する等の過程において、各実施機関担当省と連携を図っている。

　財政検証に向け、各実施機関の基礎数・基礎率の作成、被保険者数の将来推計、国共済・地共済の財政
調整等に関する課題について、実施機関担当省及び実施機関の数理担当者と連絡会議を３回行い、連携
方法等の取り決めを行った。
　各実施機関の基礎率は厚生労働省で作成し、各実施機関担当省にも妥当性・適切性等の観点からの協
議を行うことで連携を図っている。
　各実施機関の被保険者数の将来推計値は各実施機関担当省が作成し、厚生労働省が確認した。
　厚生年金拠出金には、国共済・地共済間の財政調整を加味する必要があるため、財務省、総務省から旧
職域（３階）に係る拠出金の見通しの提供を受け、厚生労働省で収支見通しを作成した。

　各実施機関の基礎率は厚生労働省で作成し、各実施機関担当省へ協議を行うこととした。
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６　前回レビューの「今後の財政検証への提言」への対応状況に関する資料

６－１　前回レビューの「今後の財政検証への提言」への対応状況

別添「６－１　前回レビューの「今後の財政検証への提言」への対応状況」参照

７　年金数理担当者の所見

７－１　推計方法の妥当性に関する懸念事項
７－２　基礎数や基礎率の設定に使用したデータの十分性・信頼性に関する懸念事項
７－３　前提条件や基礎率の合理性・妥当性に関する懸念事項
７－４　公的年金の持続可能性に関する所見
７－５　公的年金の各勘定又は実施機関における資金流動性に関する所見

　2019年財政検証では、高成長のケースから低成長のケースまで幅の広い６通りの経済前提を設
定し、どのような経済状況の下ではどのような年金財政の姿になるのかということを幅広くお示しし
た。このことで、年金制度にとって何が重要なファクターなのか、また、持続可能性や年金水準の
確保のためにどのような対応があり得るのかなど、様々な議論を行うベースを提供している。
　その結果、女性や高齢者の労働市場への参加が進み、日本経済が成長していけば、今の年金
制度の下で、将来的に所得代替率50%の給付水準を確保していけることが確認された。2014年検
証に引き続き、子どもを産み育てやすい環境の整備、女性や高齢者が安心して働ける環境の整
備を進め、日本経済の持続的な成長を確保していくことが重要であると考えている。また、年金制
度については社会の変化にあわせ、これらを阻害することなく不断の見直しを行っていく必要があ
ると考えている。
　また、前回に引き続き行ったオプション試算の結果では、拠出期間の延長や被用者年金の適用
拡大などが、制度の持続可能性を高め、将来の給付水準を確保する上で重要なものであることが
改めて確認でき、年金制度の今後の検討を行うに資する資料を提示できたと考える。
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【別添資料】 

 

 

様式① 基礎数のもととなる統計と基礎数の作成方法等 

 

様式② 基礎率のもととなる統計と基礎率の算出方法等 

 

様式③ 積立金の初期値の積算根拠 

 

６－１ 前回レビューの「今後の財政検証への提言」への対応状況 

 

- 10 -



様
式

①
 基

礎
数

の
も

と
と

な
る

統
計

と
基

礎
数

の
作

成
方

法
等

【
国

民
年

金
】

基
礎

数
の

種
類

ア
．

元
と

な
る

統
計

イ
．

作
成

方
法

ウ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

オ
．

デ
ー

タ
の

十
分

性
・
信

頼
性

の
検

証
状

況
［
内

容
（
表

別
、

集
計

項
目

、
集

計
対

象
等

）
、

使
用

年
度

、
出

所
、

抽
出

方
法

等
］

［
概

要
、

加
工

・
補

正
又

は
補

完
等

の
方

法
］

エ
．

変
更

理
由

被
保

険
者

種
別

・
性

・
年

齢
・
被

保
険

者
期

間
別

　
被

保
険

者
数

・
被

保
険

者
期

間
、

納
付

期
間

、
免

除
（
全

額
、

３
／

４
、

半
額

、
１

／
４

）
期

間
、

学
生

納
付

特
例

期
間

、
若

年
者

納
付

猶
予

期
間

、
付

加
年

金
納

付
期

間
の

平
均

被
保

険
者

種
別

・
性

・
年

齢
・
被

保
険

者
期

間
別

　
被

保
険

者
数

・
被

保
険

者
期

間
、

納
付

期
間

、
免

除
（
全

額
、

３
／

４
、

半
額

、
１

／
４

）
期

間
、

学
生

納
付

特
例

期
間

、
若

年
者

納
付

猶
予

期
間

、
付

加
年

金
納

付
期

間
の

平
均

（
平

成
２

８
年

度
末

に
お

け
る

被
保

険
者

の
個

票
デ

ー
タ

を
無

作
為

に
１

０
０

分
の

１
で

抽
出

）

被
保

険
者

種
別

別
に

被
保

険
者

数
が

実
績

に
一

致
す

る
よ

う
補

正

被
保

険
者

種
別

・
性

・
年

齢
・
被

保
険

者
期

間
別

　
受

給
待

期
者

数
・
被

保
険

者
期

間
、

納
付

期
間

、
免

除
（
全

額
、

３
／

４
、

半
額

、
１

／
４

）
期

間
、

学
生

納
付

特
例

期
間

、
若

年
者

納
付

猶
予

期
間

、
付

加
年

金
納

付
期

間
の

平
均

被
保

険
者

種
別

・
性

・
年

齢
・
被

保
険

者
期

間
別

　
受

給
待

期
者

数
・
被

保
険

者
期

間
、

納
付

期
間

、
免

除
（
全

額
、

３
／

４
、

半
額

、
１

／
４

）
期

間
、

学
生

納
付

特
例

期
間

、
若

年
者

納
付

猶
予

期
間

、
付

加
年

金
納

付
期

間
の

平
均

（
平

成
２

８
年

度
末

に
お

け
る

被
保

険
者

の
個

票
デ

ー
タ

を
無

作
為

に
１

０
０

分
の

１
で

抽
出

）

次
の

１
～

２
を

行
っ

た
上

で
、

抽
出

倍
率

の
逆

数
を

乗
じ

て
作

成
１

　
７

０
歳

以
上

の
受

給
待

期
者

の
削

除
２

　
死

亡
推

定
者

の
デ

ー
タ

の
削

除
　

受
給

待
期

者
の

最
終

資
格

記
録

時
点

の
年

齢
か

ら
デ

ー
タ

基
準

年
度

末
時

点
の

年
齢

ま
で

の
死

亡
確

率
を

求
め

、
こ

れ
を

用
い

て
受

給
待

期
者

の
記

録
を

削
除

す
る

。

年
金

種
別

・
性

・
年

齢
別

　
受

給
権

者
数

・
年

金
額

（
給

付
の

種
類

別
）

年
金

種
別

・
性

・
年

齢
別

　
受

給
権

者
数

・
年

金
額

（
給

付
の

種
類

別
）
（
平

成
２

８
年

度
末

・
全

数
統

計
）

遺
族

年
金

に
つ

い
て

は
、

妻
、

夫
及

び
末

子
に

着
目

し
て

推
計

を
行

っ
て

お
り

、
ま

た
妻

、
夫

及
び

子
に

係
る

基
本

年
金

額
と

加
給

年
金

額
に

分
け

て
計

上
し

て
い

る
。

平
成

2
6
年

4
月

か
ら

遺
族

基
礎

年
金

が
父

子
家

庭
へ

支
給

さ
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
こ

と
に

伴
い

、
新

規
に

夫
に

係
る

分
を

作
成

し
た

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
数

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
公

表
数

値
と

の
整

合
性

を
確

認
し

て
い

る
。
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様
式

①
 基

礎
数

の
も

と
と

な
る

統
計

と
基

礎
数

の
作

成
方

法
等

【
厚

生
年

金
】

基
礎

数
の

種
類

ア
．

元
と

な
る

統
計

イ
．

作
成

方
法

ウ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

オ
．

デ
ー

タ
の

十
分

性
・
信

頼
性

の
検

証
状

況
［
内

容
（
表

別
、

集
計

項
目

、
集

計
対

象
等

）
、

使
用

年
度

、
出

所
、

抽
出

方
法

等
］

［
概

要
、

加
工

・
補

正
又

は
補

完
等

の
方

法
］

エ
．

変
更

理
由

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
・
被

保
険

者
期

間
別

　
被

保
険

者
数

・
平

均
標

準
報

酬
・
標

準
報

酬
月

額
及

び
標

準
賞

与
額

の
累

計

【
旧

厚
年

】
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
・
被

保
険

者
期

間
別

　
被

保
険

者
数

・
平

均
標

準
報

酬
・
標

準
報

酬
月

額
及

び
標

準
賞

与
額

の
累

計
（
平

成
2
8
年

度
末

に
お

け
る

被
保

険
者

の
個

票
デ

ー
タ

を
無

作
為

に
5
0
分

の
1
で

抽
出

）
【
共

済
】

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
・
被

保
険

者
期

間
別

　
被

保
険

者
数

・
平

均
標

準
報

酬
・
標

準
報

酬
月

額
及

び
標

準
賞

与
額

の
累

計
（
平

成
2
8
年

度
末

・
全

数
統

計
）

【
旧

厚
年

】
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

に
被

保
険

者
数

が
実

績
に

一
致

す
る

よ
う

補
正

ウ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

短
時

間
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

数
を

新
た

に
作

成 エ
．

変
更

理
由

短
時

間
労

働
者

に
対

す
る

被
用

者
保

険
の

適
用

拡
大

が
施

行
さ

れ
た

た
め

（
平

成
2
8
年

1
0
月

、
平

成
2
9
年

４
月

）

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
・
被

保
険

者
期

間
別

　
受

給
待

期
者

数
・
標

準
報

酬
月

額
及

び
標

準
賞

与
額

の
累

計

【
旧

厚
年

】
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
・
被

保
険

者
期

間
別

　
受

給
待

期
者

数
・
標

準
報

酬
月

額
及

び
標

準
賞

与
額

の
累

計
（
平

成
2
8
年

度
末

に
お

け
る

受
給

待
期

者
の

個
票

デ
ー

タ
を

無
作

為
に

5
0
分

の
1
で

抽
出

）
【
共

済
】

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
・
被

保
険

者
期

間
別

　
受

給
待

期
者

数
・
標

準
報

酬
月

額
及

び
標

準
賞

与
額

の
累

計
（
平

成
2
8
年

度
末

・
全

数
統

計
）

【
旧

厚
年

】
次

の
１

～
３

を
行

っ
た

上
で

、
抽

出
倍

率
の

逆
数

を
乗

じ
て

作
成

１
　

７
０

歳
以

上
の

受
給

待
期

者
の

削
除

２
　

死
亡

推
定

者
の

デ
ー

タ
の

削
除

　
　

受
給

待
期

者
の

最
終

資
格

記
録

時
点

の
年

齢
か

ら
デ

ー
タ

基
準

年
度

末
時

点
の

年
齢

ま
で

の
死

亡
確

率
を

求
め

、
こ

れ
を

用
い

て
受

給
待

期
者

の
記

録
を

削
除

す
る

。
３

　
１

人
で

複
数

の
記

録
を

所
有

す
る

者
と

推
定

さ
れ

る
者

の
記

録
の

接
合

　
　

新
規

裁
定

受
給

者
の

平
均

被
保

険
者

期
間

の
実

績
と

基
礎

数
作

成
に

用
い

る
被

保
険

者
・
受

給
待

期
者

の
デ

ー
タ

に
お

け
る

平
均

被
保

険
者

期
間

と
を

比
較

し
な

が
ら

、
被

保
険

者
期

間
の

重
複

が
全

く
な

い
デ

ー
タ

同
士

を
接

合
さ

せ
る

。
【
共

済
】

上
記

１
．

及
び

２
．

を
行

っ
て

い
る

。

被
保

険
者

種
別

・
年

金
種

別
・
年

齢
別

　
受

給
権

者
数

・
年

金
額

（
給

付
の

種
類

別
）

【
旧

厚
年

】
【
共

済
】

被
保

険
者

種
別

・
年

金
種

別
・
年

齢
別

　
受

給
権

者
数

・
年

金
額

（
給

付
の

種
類

別
）
（
平

成
2
8
年

度
末

・
全

数
統

計
）

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
数

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
公

表
数

値
と

の
整

合
性

を
確

認
し

て
い

る
。
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様
式

②
 基

礎
率

の
も

と
と

な
る

統
計

と
基

礎
率

の
算

出
方

法
等

【
国

民
年

金
】

ア
．

元
と

な
る

統
計

　
　

及
び

ウ
．

設
定

方
法

　
　

及
び

エ
．

推
計

に
お

け
る

使
用

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

ク
．

デ
ー

タ
の

十
分

性
・
信

頼
性

の
検

証
状

況
基

礎
率

の
種

類
イ

．
基

礎
率

設
定

の
際

に
使

用
し

た
他

の
デ

ー
タ

オ
．

年
度

等
に

よ
り

用
い

る
率

を
変

え
て

い
る

場
合

、
そ

の
方

法
キ

．
変

更
理

由
ケ

．
合

理
性

・
妥

当
性

の
検

証
状

況
［
ア

は
、

内
容

（
表

別
、

集
計

項
目

、
集

計
対

象
等

）
、

使
用

年
度

、
出

所
、

抽
出

方
法

等
、

イ
は

、
内

容
、

出
所

等
］

［
概

要
（
考

え
方

と
方

法
）
、

加
工

・
補

正
・
補

完
等

の
方

法
］

［
概

要
（
ど

の
よ

う
な

デ
ー

タ
に

ど
う

使
い

何
を

算
出

す
る

か
）
］

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

被
保

険
者

種
別

・
性

・
年

齢
別

　
被

保
険

者
数

　
（
平

成
２

５
～

２
８

年
度

末
）

被
保

険
者

種
別

・
性

・
年

齢
別

　
脱

退
者

数
　

（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）

被
保

険
者

種
別

・
性

・
年

齢
別

に
３

年
度

平
均

で
捉

え
た

年
度

中
総

脱
退

者
数

を
年

度
平

均
被

保
険

者
数

で
除

し
た

も
の

を
平

滑
化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

被
保

険
者

種
別

・
性

・
年

齢
別

　
被

保
険

者
数

　
（
平

成
２

５
～

２
８

年
度

末
）

被
保

険
者

種
別

・
性

・
年

齢
別

　
死

亡
脱

退
者

数
　

（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）

被
保

険
者

種
別

・
性

・
年

齢
別

に
３

年
度

平
均

で
捉

え
た

年
度

中
死

亡
脱

退
者

数
を

年
度

平
均

被
保

険
者

数
で

除
し

た
も

の
を

平
滑

化
。

死
亡

脱
退

者
数

が
少

な
い

年
齢

で
は

、
生

命
表

の
死

力
を

用
い

て
補

間
。

前
回

は
１

号
男

子
、

１
号

女
子

、
３

号
男

子
、

３
号

女
子

の
そ

れ
ぞ

れ
で

基
礎

率
を

設
定

し
て

い
た

が
、

３
号

男
子

は
集

団
が

小
さ

い
た

め
、

今
回

は
１

号
男

子
と

３
号

男
子

で
同

じ
基

礎
率

を
設

定
し

た
。

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

第
２

２
回

生
命

表

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

性
・
年

齢
別

　
被

保
険

者
数

　
（
平

成
２

５
～

２
８

年
度

末
）

性
・
年

齢
別

　
新

規
裁

定
一

般
障

害
基

礎
年

金
受

給
権

者
数

　
（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）

性
・
年

齢
別

に
３

年
度

平
均

で
捉

え
た

新
規

裁
定

一
般

障
害

基
礎

年
金

受
給

権
者

数
を

年
度

平
均

被
保

険
者

数
で

除
し

た
も

の
を

平
滑

化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

性
・
年

齢
別

　
新

規
裁

定
２

０
歳

前
障

害
基

礎
年

金
受

給
権

者
数

（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）
性

・
年

齢
別

に
３

年
度

平
均

で
捉

え
た

新
規

裁
定

２
０

歳
前

障
害

基
礎

年
金

受
給

権
者

数
を

１
０

月
１

日
現

在
推

計
人

口
で

除
し

た
も

の
を

平
滑

化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

性
・
年

齢
別

　
１

０
月

１
日

現
在

推
計

人
口

　
（
平

成
２

６
～

２
８

年
）

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

年
齢

別
　

男
子

１
号

死
亡

脱
退

者
数

　
（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）
夫

死
亡

時
年

齢
別

　
新

規
裁

定
遺

族
基

礎
年

金
（
妻

）
受

給
権

者
数

（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）

年
齢

別
に

３
年

度
平

均
で

捉
え

た
新

規
裁

定
遺

族
基

礎
年

金
（
妻

）
受

給
権

者
数

を
年

度
平

均
男

子
１

号
死

亡
脱

退
者

数
で

除
し

た
も

の
を

平
滑

化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

世
帯

数
推

計
（
平

成
２

９
年

推
計

）
世

帯
数

推
計

に
お

け
る

将
来

の
有

配
偶

率
を

用
い

て
将

来
の

未
婚

化
・
晩

婚
化

の
影

響
を

織
り

込
む

よ
う

、
年

度
ご

と
に

年
齢

別
に

変
化

さ
せ

る
。

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

年
齢

別
　

女
子

１
、

３
号

死
亡

脱
退

者
数

　
（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）
妻

死
亡

時
年

齢
別

　
新

規
裁

定
遺

族
基

礎
年

金
（
夫

）
受

給
権

者
数

（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）

年
齢

別
に

３
年

度
平

均
で

捉
え

た
新

規
裁

定
遺

族
基

礎
年

金
（
夫

）
受

給
権

者
数

を
年

度
平

均
女

子
１

、
３

号
死

亡
脱

退
者

数
で

除
し

た
も

の
を

平
滑

化

遺
族

年
金

（
夫

）
の

制
度

施
行

が
2
0
1
4
年

度
で

あ
り

、
2
0
1
4
年

財
政

検
証

で
は

、
実

績
デ

ー
タ

は
な

か
っ

た
。

今
回

は
、

2
0
1
4
年

以
降

の
３

ヵ
年

の
実

績
を

基
に

、
遺

族
年

金
（
夫

）
発

生
割

合
を

作
成

し
た

。

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

世
帯

数
推

計
（
平

成
２

９
年

推
計

）
世

帯
数

推
計

に
お

け
る

将
来

の
有

配
偶

率
を

用
い

て
将

来
の

未
婚

化
・
晩

婚
化

の
影

響
を

織
り

込
む

よ
う

、
年

度
ご

と
に

年
齢

別
に

変
化

さ
せ

る
。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
・
他

統
計

で
あ

る
第

２
２

回
生

命
表

の
死

力
と

の
整

合
性

を
確

認
し

て
い

る
。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

２
０

歳
前

障
害

年
金

発
生

力

総
人

口
か

ら
当

年
度

中
の

２
０

歳
前

障
害

基
礎

年
金

の
新

規
裁

定
者

数
を

推
計

遺
族

年
金

（
妻

）
発

生
割

合

当
年

度
の

死
亡

脱
退

者
数

か
ら

当
年

度
中

の
遺

族
基

礎
年

金
（
妻

）
新

規
裁

定
者

数
を

推
計

遺
族

年
金

（
夫

）
発

生
割

合

当
年

度
の

死
亡

脱
退

者
数

か
ら

当
年

度
中

の
遺

族
基

礎
年

金
（
夫

）
新

規
裁

定
者

数
を

推
計

総
脱

退
力

前
年

度
末

の
被

保
険

者
数

か
ら

当
年

度
中

の
総

脱
退

者
数

を
推

計

死
亡

脱
退

力

前
年

度
末

の
被

保
険

者
数

か
ら

当
年

度
中

の
死

亡
脱

退
者

数
を

推
計

一
般

障
害

年
金

発
生

力

前
年

度
末

の
被

保
険

者
数

か
ら

当
年

度
中

の
一

般
障

害
基

礎
年

金
の

新
規

裁
定

者
数

を
推

計
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ア
．

元
と

な
る

統
計

　
　

及
び

ウ
．

設
定

方
法

　
　

及
び

エ
．

推
計

に
お

け
る

使
用

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

ク
．

デ
ー

タ
の

十
分

性
・
信

頼
性

の
検

証
状

況
基

礎
率

の
種

類
イ

．
基

礎
率

設
定

の
際

に
使

用
し

た
他

の
デ

ー
タ

オ
．

年
度

等
に

よ
り

用
い

る
率

を
変

え
て

い
る

場
合

、
そ

の
方

法
キ

．
変

更
理

由
ケ

．
合

理
性

・
妥

当
性

の
検

証
状

況
［
ア

は
、

内
容

（
表

別
、

集
計

項
目

、
集

計
対

象
等

）
、

使
用

年
度

、
出

所
、

抽
出

方
法

等
、

イ
は

、
内

容
、

出
所

等
］

［
概

要
（
考

え
方

と
方

法
）
、

加
工

・
補

正
・
補

完
等

の
方

法
］

［
概

要
（
ど

の
よ

う
な

デ
ー

タ
に

ど
う

使
い

何
を

算
出

す
る

か
）
］

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

年
齢

別
　

男
子

１
号

死
亡

脱
退

者
数

　
（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）
親

死
亡

時
年

齢
別

　
新

規
裁

定
遺

族
基

礎
年

金
（
子

）
受

給
権

者
数

（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）

年
齢

別
に

３
年

度
平

均
で

捉
え

た
新

規
裁

定
遺

族
基

礎
年

金
（
子

）
受

給
権

者
数

（
親

な
し

、
末

子
）
を

年
度

平
均

男
子

１
号

死
亡

脱
退

者
数

で
除

し
た

も
の

を
平

滑
化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

世
帯

数
推

計
（
平

成
２

９
年

推
計

）
世

帯
数

推
計

に
お

け
る

将
来

の
有

配
偶

率
を

用
い

て
将

来
の

未
婚

化
・
晩

婚
化

の
影

響
を

織
り

込
む

よ
う

、
年

度
ご

と
に

年
齢

別
に

変
化

さ
せ

る
。

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

年
齢

別
　

男
子

１
号

被
保

険
者

数
（
１

号
納

付
期

間
と

免
除

期
間

の
合

計
が

２
５

年
以

上
の

者
）
数

　
（
平

成
２

５
～

２
８

年
度

末
）

年
齢

別
　

男
子

１
号

待
期

者
数

（
１

号
納

付
期

間
と

免
除

期
間

の
合

計
が

２
５

年
以

上
の

者
）
数

　
（
平

成
２

５
～

２
８

年
度

末
）

夫
死

亡
時

年
齢

別
　

新
規

裁
定

寡
婦

年
金

受
給

権
者

数
　

（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）

４
５

歳
以

上
に

つ
い

て
は

、
年

齢
別

に
３

年
度

平
均

で
捉

え
た

新
規

裁
定

寡
婦

年
金

受
給

権
者

数
を

男
子

１
号

死
亡

被
保

険
者

・
待

期
者

数
で

除
し

た
も

の
を

平
滑

化
。

３
０

～
４

４
歳

に
つ

い
て

は
、

国
勢

調
査

に
お

け
る

年
齢

別
有

配
偶

率
を

用
い

て
延

長
。

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

第
２

２
回

生
命

表
、

平
成

２
７

年
国

勢
調

査

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

性
・
年

齢
別

　
１

号
被

保
険

者
数

（
１

号
納

付
期

間
と

免
除

期
間

の
合

計
が

３
年

以
上

の
者

）
　

（
平

成
２

５
～

２
８

年
度

末
）

性
・
年

齢
別

　
１

号
待

期
者

数
（
１

号
納

付
期

間
と

免
除

期
間

の
合

計
が

３
年

以
上

の
者

）
　

（
平

成
２

５
～

２
８

年
度

末
）

性
・
年

齢
別

　
死

亡
一

時
金

発
生

者
数

（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）

性
・
年

齢
別

に
３

年
度

平
均

で
捉

え
た

死
亡

一
時

金
発

生
者

数
を

１
号

死
亡

被
保

険
者

・
待

期
者

数
で

除
し

た
も

の
を

平
滑

化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

第
２

２
回

生
命

表

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

性
・
年

齢
別

　
老

齢
年

金
受

給
権

者
数

（
平

成
２

５
～

２
８

年
度

末
）

性
・
年

齢
別

　
新

規
裁

定
老

齢
年

金
受

給
権

者
数

（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）

年
金

種
別

・
性

・
年

齢
別

に
３

年
度

平
均

で
捉

え
た

年
度

中
失

権
者

数
を

年
度

平
均

受
給

権
者

数
で

除
し

た
も

の
を

平
滑

化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

第
２

２
回

生
命

表
、

将
来

推
計

人
口

（
平

成
２

９
年

推
計

）
将

来
推

計
人

口
に

お
け

る
将

来
の

死
亡

率
改

善
と

同
程

度
の

改
善

を
年

度
ご

と
に

性
・
年

齢
別

に
行

う

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

性
・
年

齢
別

　
障

害
基

礎
年

金
受

給
権

者
数

（
平

成
２

５
～

２
８

年
度

末
）

性
・
年

齢
別

　
新

規
裁

定
障

害
年

金
受

給
権

者
数

（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）

年
金

種
別

・
性

・
年

齢
別

に
３

年
度

平
均

で
捉

え
た

年
度

中
失

権
者

数
を

年
度

平
均

受
給

権
者

数
で

除
し

た
も

の
を

平
滑

化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

将
来

推
計

人
口

（
平

成
２

９
年

推
計

）
、

老
齢

年
金

失
権

率
6
4
歳

以
下

に
つ

い
て

は
将

来
推

計
人

口
に

お
け

る
将

来
の

死
亡

率
、

6
5
歳

以
上

に
つ

い
て

は
老

齢
年

金
失

権
率

を
用

い
て

、
年

度
ご

と
に

年
齢

別
に

変
化

さ
せ

る
。

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

性
・
年

齢
別

　
遺

族
基

礎
年

金
受

給
権

者
数

（
平

成
２

５
～

２
８

年
度

末
）

性
・
年

齢
別

　
新

規
裁

定
遺

族
年

金
受

給
権

者
数

（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）

年
金

種
別

・
性

・
年

齢
別

に
３

年
度

平
均

で
捉

え
た

年
度

中
失

権
者

数
を

年
度

平
均

受
給

権
者

数
で

除
し

た
も

の
を

平
滑

化
。

た
だ

し
、

遺
族

年
金

（
子

）
失

権
率

の
１

～
１

７
歳

に
つ

い
て

は
、

生
命

表
及

び
国

勢
調

査
を

用
い

て
設

定
。

遺
族

年
金

（
夫

）
の

制
度

施
行

が
2
0
1
4
年

度
で

あ
り

、
2
0
1
4
年

財
政

検
証

で
は

、
実

績
デ

ー
タ

は
な

か
っ

た
。

今
回

は
、

2
0
1
4
年

以
降

の
３

ヵ
年

の
実

績
を

基
に

、
遺

族
年

金
（
夫

）
失

権
率

を
作

成
し

た
。

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

第
２

２
回

生
命

表
、

平
成

２
７

年
国

勢
調

査
遺

族
年

金
（
夫

）
失

権
率

に
つ

い
て

は
、

遺
族

年
金

（
妻

）
失

権
率

に
段

階
的

に
近

づ
け

て
い

く
。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
老

齢
年

金
失

権
率

前
年

度
末

の
老

齢
年

金
受

給
権

者
数

か
ら

当
年

度
中

の
失

権
者

数
を

推
計
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受
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検
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検
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施
行

が
2
0
1
4
年

度
で

あ
り

、
2
0
1
4
年

財
政

検
証

で
は

、
実

績
デ

ー
タ

は
な

か
っ

た
。

今
回

は
、

2
0
1
4
年

以
降

の
３

ヵ
年

の
実

績
を

基
に

加
給

割
合

を
作

成
し

た
。

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

年
齢

別
　

年
金

受
給

者
１

人
当

た
り

加
給

年
金

額
対

象
者

割
合

　
遺

族
年

金
（
妻

）
第

３
子

以
降

に
段

階
的

に
近

づ
け

て
い

く
。

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

年
齢

別
　

遺
族

年
金

（
子

）
受

給
権

者
数

　
（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

末
）

遺
族

年
金

（
子

）
第

１
子

年
齢

別
　

第
２

子
数

　
（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

末
）

遺
族

年
金

（
子

）
第

１
子

（
親

な
し

）
の

年
齢

別
に

３
年

度
平

均
の

加
給

対
象

者
数

を
受

給
権

者
数

で
除

し
た

も
の

を
平

滑
化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

年
齢

別
　

遺
族

年
金

（
子

）
受

給
権

者
数

　
（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

末
）

遺
族

年
金

（
子

）
第

１
子

年
齢

別
　

第
３

子
以

降
の

数
　

（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

末
）

遺
族

年
金

（
子

）
第

１
子

（
親

な
し

）
の

年
齢

別
に

３
年

度
平

均
の

加
給

対
象

者
数

を
受

給
権

者
数

で
除

し
た

も
の

を
平

滑
化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

年
金

種
別

・
性

・
年

齢
別

　
受

給
権

者
数

　
（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

末
）

年
金

種
別

・
性

・
年

齢
別

　
第

１
子

、
第

２
子

数
　

（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

末
）

年
金

種
別

・
性

・
年

齢
別

に
加

給
年

金
対

象
者

数
を

受
給

権
者

数
で

除
し

た
も

の
を

平
滑

化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

年
金

種
別

・
性

・
年

齢
別

　
受

給
権

者
数

　
（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

末
）

年
金

種
別

・
性

・
年

齢
別

　
第

３
子

以
降

の
数

　
（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

末
）

年
金

種
別

・
性

・
年

齢
別

に
加

給
年

金
対

象
者

数
を

受
給

権
者

数
で

除
し

た
も

の
を

平
滑

化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

年
金

種
別

・
性

・
等

級
別

　
受

給
権

者
数

　
（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

末
）

３
年

度
平

均
の

等
級

別
割

合
か

ら
設

定

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

年
金

種
別

・
性

・
年

齢
別

年
金

受
給

者
１

人
当

た
り

加
給

年
金

額
対

象
者

割
合

障
害

年
金

第
１

・
２

子

障
害

年
金

の
加

給
年

金
額

対
象

者
数

を
推

計

年
金

種
別

・
性

・
年

齢
別

年
金

受
給

者
１

人
当

た
り

加
給

年
金

額
対

象
者

割
合

障
害

年
金

第
３

子
以

降

障
害

年
金

の
加

給
年

金
額

対
象

者
数

を
推

計

年
金

種
別

・
性

別
　

障
害

年
金

障
害

等
級

割
合

障
害

年
金

の
障

害
等

級
別

新
規

裁
定

者
数

を
推

計

年
齢

別
　

年
金

受
給

者
１

人
当

た
り

加
給

年
金

額
対

象
者

割
合

遺
族

年
金

（
夫

）
第

３
子

以
降

遺
族

年
金

（
夫

）
の

加
給

年
金

額
対

象
者

数
を

推
計

年
齢

別
　

年
金

受
給

者
１

人
当

た
り

加
給

年
金

額
対

象
者

割
合

遺
族

年
金

（
子

）
第

２
子

遺
族

年
金

（
子

）
の

加
給

年
金

額
対

象
者

数
を

推
計

年
齢

別
　

年
金

受
給

者
１

人
当

た
り

加
給

年
金

額
対

象
者

割
合

遺
族

年
金

（
子

）
第

３
子

以
降

遺
族

年
金

（
子

）
の

加
給

年
金

額
対

象
者

数
を

推
計
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ア
．

元
と

な
る

統
計

　
　

及
び

ウ
．

設
定

方
法

　
　

及
び

エ
．

推
計

に
お

け
る

使
用

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

ク
．

デ
ー

タ
の

十
分

性
・
信

頼
性

の
検

証
状

況
基

礎
率

の
種

類
イ

．
基

礎
率

設
定

の
際

に
使

用
し

た
他

の
デ

ー
タ

オ
．

年
度

等
に

よ
り

用
い

る
率

を
変

え
て

い
る

場
合

、
そ

の
方

法
キ

．
変

更
理

由
ケ

．
合

理
性

・
妥

当
性

の
検

証
状

況
［
ア

は
、

内
容

（
表

別
、

集
計

項
目

、
集

計
対

象
等

）
、

使
用

年
度

、
出

所
、

抽
出

方
法

等
、

イ
は

、
内

容
、

出
所

等
］

［
概

要
（
考

え
方

と
方

法
）
、

加
工

・
補

正
・
補

完
等

の
方

法
］

［
概

要
（
ど

の
よ

う
な

デ
ー

タ
に

ど
う

使
い

何
を

算
出

す
る

か
）
］

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

性
・
年

齢
別

　
新

規
裁

定
老

齢
基

礎
年

金
受

給
権

者
数

　
（
平

成
２

８
年

度
）

新
規

裁
定

者
の

年
齢

構
成

に
よ

り
設

定

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

性
・
年

齢
別

　
１

０
月

１
日

現
在

推
計

人
口

　
（
平

成
１

９
～

２
８

年
）

平
成

１
９

～
２

８
年

度
実

績
の

傾
向

を
基

に
、

令
和

１
２

年
度

ま
で

繰
上

請
求

率
が

低
下

し
、

そ
れ

以
降

は
一

定
と

し
た

。

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

性
・
年

齢
・
免

除
区

分
別

　
納

付
対

象
月

数
（
平

成
２

８
年

度
）

性
・
年

齢
・
免

除
区

分
別

　
納

付
済

月
数

（
平

成
２

８
年

度
）

年
齢

計
で

み
た

場
合

の
納

付
率

が
、

日
本

年
金

機
構

中
期

計
画

(2
0
1
9
年

３
月

）
を

踏
ま

え
て

設
定

し
た

現
年

度
納

付
率

（
2
0
2
3
年

度
に

７
０

％
）
、

最
終

納
付

率
（
2
0
2
1
年

度
に

７
５

％
）
と

な
る

よ
う

に
年

齢
別

に
設

定

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

性
・
年

齢
別

　
第

１
号

被
保

険
者

期
間

（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）
性

・
年

齢
・
免

除
区

分
別

　
免

除
月

数
（
平

成
２

６
～

２
８

年
度

）
免

除
区

分
別

　
免

除
者

数
（
平

成
２

９
年

度
）

平
成

２
８

、
２

９
年

度
実

績
を

基
に

設
定

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

性
・
年

齢
別

　
１

号
被

保
険

者
数

（
平

成
２

８
年

度
末

）
性

・
年

齢
別

　
付

加
年

金
納

付
者

数
（
平

成
２

８
年

度
末

）
性

・
年

齢
別

に
平

成
２

８
年

度
の

付
加

年
金

納
付

者
数

を
年

度
末

１
号

被
保

険
者

数
で

除
し

た
も

の
を

平
滑

化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
・
他

統
計

で
あ

る
事

業
年

報
と

の
整

合
性

を
確

認
し

て
い

る
。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。

性
・
年

齢
別

付
加

年
金

納
付

率

国
民

年
金

第
１

号
被

保
険

者
の

平
均

納
付

期
間

を
推

計

性
・
年

齢
別

老
齢

年
金

発
生

割
合

（
繰

上
請

求
率

）

老
齢

基
礎

年
金

受
給

待
期

者
の

う
ち

繰
上

げ
請

求
す

る
者

の
数

を
推

計

性
・
年

齢
・
免

除
区

分
別

　
国

民
年

保
険

料
の

納
付

率

国
民

年
金

第
１

号
被

保
険

者
の

平
均

納
付

期
間

を
推

計

性
・
年

齢
・
免

除
区

分
別

　
国

民
年

金
保

険
料

の
免

除
率

国
民

年
金

第
１

号
被

保
険

者
の

平
均

免
除

期
間

を
推

計
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様
式

②
 基

礎
率

の
も

と
と

な
る

統
計

と
基

礎
率

の
算

出
方

法
等

【
厚

生
年

金
】

ア
．

元
と

な
る

統
計

　
　

及
び

ウ
．

設
定

方
法

　
　

及
び

エ
．

推
計

に
お

け
る

使
用

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

ク
．

デ
ー

タ
の

十
分

性
・
信

頼
性

の
検

証
状

況
基

礎
率

の
種

類
イ

．
基

礎
率

設
定

の
際

に
使

用
し

た
他

の
デ

ー
タ

オ
．

年
度

等
に

よ
り

用
い

る
率

を
変

え
て

い
る

場
合

、
そ

の
方

法
キ

．
変

更
理

由
ケ

．
合

理
性

・
妥

当
性

の
検

証
状

況
［
ア

は
、

内
容

（
表

別
、

集
計

項
目

、
集

計
対

象
等

）
、

使
用

年
度

、
出

所
、

抽
出

方
法

等
、

イ
は

、
内

容
、

出
所

等
］

［
概

要
（
考

え
方

と
方

法
）
、

加
工

・
補

正
・
補

完
等

の
方

法
］

［
概

要
（
ど

の
よ

う
な

デ
ー

タ
に

ど
う

使
い

何
を

算
出

す
る

か
）
］

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
被

保
険

者
数

（
平

成
2
7
～

2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
再

加
入

者
数

（
平

成
2
8
年

度
）

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

　
新

規
加

入
者

数
（
平

成
2
8
年

度
）

【
共

済
】

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

　
被

保
険

者
数

（
平

成
2
7
～

2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
脱

退
者

数
（
平

成
2
8
年

度
）

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

に
年

度
中

脱
退

者
数

（
前

年
度

末
の

被
保

険
者

数
に

当
年

度
中

の
新

規
加

入
者

数
及

び
再

加
入

者
数

を
加

え
当

年
度

末
の

被
保

険
者

数
を

控
除

し
た

も
の

）
を

年
度

平
均

被
保

険
者

数
で

除
し

た
も

の
を

平
滑

化

元
と

な
る

統
計

デ
ー

タ
の

３
年

平
均

で
は

な
く
、

単
年

度
の

数
値

を
使

用
。

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

総
脱

退
力

は
減

少
傾

向
に

あ
る

た
め

。

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
【
共

済
】

な
し

（
総

脱
退

力
、

死
亡

脱
退

力
及

び
障

害
年

金
発

生
力

の
項

目
ア

を
参

照
）

総
脱

退
力

－
死

亡
脱

退
力

－
障

害
年

金
発

生
力

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

総
脱

退
力

死
亡

脱
退

力
障

害
年

金
発

生
力

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
【
共

済
】

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

　
被

保
険

者
数

（
平

成
2
5
～

2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
死

亡
に

よ
る

被
保

険
者

資
格

喪
失

者
数

（
平

成
2
6
～

2
8

年
度

）

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

に
、

年
度

中
死

亡
被

保
険

者
数

を
年

度
平

均
被

保
険

者
数

で
除

し
た

も
の

な
ど

を
平

滑
化

し
た

も
の

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

総
脱

退
力

生
命

表

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
被

保
険

者
数

（
平

成
2
5
～

2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
障

害
厚

生
年

金
新

規
裁

定
者

数
（
平

成
2
6
～

2
8
年

度
）

【
共

済
】

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

　
被

保
険

者
数

（
平

成
2
6
～

2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
障

害
厚

生
年

金
新

規
裁

定
者

数
（
平

成
2
7
～

2
8
年

度
）

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

に
年

度
中

障
害

厚
生

年
金

新
規

裁
定

者
数

を
年

度
平

均
被

保
険

者
数

で
除

し
た

も
の

を
平

滑
化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
・
6
5
歳

ま
で

の
雇

用
機

会
の

確
保

措
置

に
係

る
状

況
等

を
確

認
し

て
い

る
。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
・
6
5
歳

ま
で

の
雇

用
機

会
の

確
保

措
置

に
係

る
状

況
等

を
確

認
し

て
い

る
。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
・
生

命
表

と
の

整
合

性
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
・
前

回
財

政
検

証
や

前
々

回
財

政
検

証
の

数
値

と
の

比
較

な
ど

を
行

っ
て

い
る

。

総
脱

退
力

前
年

度
末

の
被

保
険

者
数

か
ら

当
年

度
中

の
総

脱
退

者
数

を
推

計

生
存

脱
退

力

前
年

度
末

の
被

保
険

者
数

か
ら

当
年

度
中

の
生

存
脱

退
者

数
を

推
計

死
亡

脱
退

力

前
年

度
末

の
被

保
険

者
数

か
ら

当
年

度
中

の
死

亡
脱

退
者

数
を

推
計

障
害

年
金

発
生

力

前
年

度
末

の
被

保
険

者
数

か
ら

当
年

度
中

の
障

害
年

金
の

新
規

裁
定

者
数

を
推

計
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ア
．

元
と

な
る

統
計

　
　

及
び

ウ
．

設
定

方
法

　
　

及
び

エ
．

推
計

に
お

け
る

使
用

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

ク
．

デ
ー

タ
の

十
分

性
・
信

頼
性

の
検

証
状

況
基

礎
率

の
種

類
イ

．
基

礎
率

設
定

の
際

に
使

用
し

た
他

の
デ

ー
タ

オ
．

年
度

等
に

よ
り

用
い

る
率

を
変

え
て

い
る

場
合

、
そ

の
方

法
キ

．
変

更
理

由
ケ

．
合

理
性

・
妥

当
性

の
検

証
状

況
［
ア

は
、

内
容

（
表

別
、

集
計

項
目

、
集

計
対

象
等

）
、

使
用

年
度

、
出

所
、

抽
出

方
法

等
、

イ
は

、
内

容
、

出
所

等
］

［
概

要
（
考

え
方

と
方

法
）
、

加
工

・
補

正
・
補

完
等

の
方

法
］

［
概

要
（
ど

の
よ

う
な

デ
ー

タ
に

ど
う

使
い

何
を

算
出

す
る

か
）
］

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
【
国

共
済

、
私

学
共

済
】

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

　
被

保
険

者
数

（
平

成
2
6
～

2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
被

保
険

者
の

標
準

報
酬

額
（
平

成
2
6
～

2
8
年

度
）

【
地

共
済

】
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
被

保
険

者
数

（
平

成
2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
被

保
険

者
の

標
準

報
酬

額
（
平

成
2
8
年

度
）

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

に
平

均
の

標
準

報
酬

額
（
短

時
間

被
保

険
者

を
除

く
）
を

、
基

準
年

齢
を

１
と

し
て

指
数

化
し

た
も

の
を

平
滑

化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
【
共

済
】

被
保

険
者

種
別

　
被

保
険

者
数

（
平

成
2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
　

被
保

険
者

の
標

準
報

酬
額

（
平

成
2
8
年

度
）

短
時

間
被

保
険

者
以

外
に

つ
い

て
は

、
平

均
の

標
準

報
酬

額
（
年

齢
計

）
に

、
標

準
報

酬
指

数
（
被

保
険

者
種

別
計

・
年

齢
計

）
に

対
す

る
標

準
報

酬
指

数
（
被

保
険

者
種

別
別

・
年

齢
別

）
の

比
率

を
乗

じ
る

こ
と

に
よ

り
設

定
。

短
時

間
被

保
険

者
に

つ
い

て
は

、
男

性
は

6
0
歳

前
後

、
女

性
は

年
齢

計
の

３
区

分
に

分
け

て
、

平
均

の
標

準
報

酬
額

を
計

算
し

設
定

。

短
時

間
被

保
険

者
に

つ
い

て
新

た
に

作
成

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

標
準

報
酬

指
数

短
時

間
労

働
者

に
対

す
る

被
用

者
保

険
の

適
用

拡
大

が
施

行
さ

れ
た

た
め

（
平

成
2
8
年

1
0
月

、
平

成
2
9
年

４
月

）

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
被

保
険

者
種

別
・
年

金
種

別
・
年

齢
別

　
受

給
権

者
数

（
平

成
2
5
～

2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
・
年

金
種

別
・
年

齢
別

　
新

規
裁

定
者

数
（
平

成
2
6
～

2
8
年

度
）

【
共

済
】

被
保

険
者

種
別

・
年

金
種

別
・
年

齢
別

　
受

給
権

者
数

（
平

成
2
7
～

2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
・
年

金
種

別
・
年

齢
別

　
新

規
裁

定
者

数
（
平

成
2
8
年

度
）

被
保

険
者

種
別

・
年

金
種

別
・
年

齢
別

に
年

度
中

失
権

者
数

を
年

度
平

均
受

給
権

者
数

で
除

し
た

も
の

を
平

滑
化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

生
命

表
将

来
推

計
人

口
に

お
け

る
将

来
の

死
亡

率
改

善
を

基
と

し
て

、
失

権
率

の
改

善
を

年
度

ご
と

に
性

・
年

齢
別

に
行

う

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
老

齢
・
障

害
年

金
受

給
権

者
数

（
平

成
2
5
～

2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
老

齢
・
障

害
年

金
新

規
裁

定
者

数
（
平

成
2
6
～

2
8
年

度
）

被
保

険
者

種
別

・
被

保
険

者
で

あ
っ

た
者

の
死

亡
時

年
齢

別
　

遺
族

年
金

新
規

裁
定

者
数

（
平

成
2
6
～

2
8
年

度
）

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

　
被

保
険

者
数

（
平

成
2
5
～

2
8
年

度
末

）
【
共

済
】

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

　
老

齢
・
障

害
年

金
受

給
権

者
数

（
平

成
2
7
～

2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
老

齢
・
障

害
年

金
新

規
裁

定
者

数
（
平

成
2
8
年

度
）

被
保

険
者

種
別

・
被

保
険

者
で

あ
っ

た
者

の
死

亡
時

年
齢

別
　

遺
族

年
金

新
規

裁
定

者
数

（
平

成
2
8
年

度
）

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

　
被

保
険

者
数

（
平

成
2
7
～

2
8
年

度
末

）

被
保

険
者

で
あ

っ
た

者
の

死
亡

時
年

齢
別

遺
族

年
金

新
規

裁
定

者
数

を
年

度
中

の
死

亡
被

保
険

者
数

と
年

金
失

権
者

数
の

和
で

除
し

て
設

定
。

共
済

に
つ

い
て

は
、

旧
厚

年
の

有
遺

族
率

の
数

値
を

基
礎

と
し

つ
つ

、
新

規
裁

定
者

数
を

も
と

に
補

正
し

た
も

の
を

設
定

。

遺
族

厚
生

年
金

が
新

規
裁

定
さ

れ
る

子
を

、
「
母

が
い

な
い

子
」
か

ら
「
親

が
い

な
い

子
」
に

変
更

。

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

国
勢

調
査

日
本

の
世

帯
数

の
将

来
推

計
有

遺
族

率
（
障

害
厚

生
年

金
受

給
権

者
死

亡
）

日
本

の
世

帯
数

の
将

来
推

計
に

お
け

る
将

来
の

配
偶

関
係

の
変

化
を

性
・
年

齢
別

に
織

り
込

ん
で

設
定

遺
族

年
金

が
父

子
家

庭
に

拡
大

さ
れ

た
た

め
（
平

成
2
6
年

４
月

）
。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
・
6
0
歳

前
後

の
報

酬
の

変
化

を
含

め
、

全
体

的
な

年
齢

毎
の

傾
向

を
確

認
し

て
い

る
。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
・
生

命
表

と
の

整
合

性
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
・
国

勢
調

査
の

有
配

偶
率

と
の

整
合

性
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
・
6
0
歳

前
後

の
報

酬
の

変
化

を
含

め
、

全
体

的
な

年
齢

毎
の

傾
向

を
確

認
し

て
い

る
。

標
準

報
酬

指
数

年
齢

の
変

化
に

伴
う

賃
金

の
変

動
を

推
計

新
規

加
入

者
報

酬

新
規

加
入

者
や

再
加

入
者

の
報

酬
に

使
用

年
金

失
権

率

前
年

度
末

の
受

給
権

者
数

か
ら

当
年

度
中

の
失

権
者

数
を

推
計

有
遺

族
率

（
障

害
厚

生
年

金
受

給
権

者
死

亡
を

除
く
）

死
亡

し
た

被
保

険
者

ま
た

は
受

給
権

者
の

数
に

乗
じ

る
こ

と
に

よ
り

、
遺

族
年

金
の

新
規

裁
定

者
数

を
推

計
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ア
．

元
と

な
る

統
計

　
　

及
び

ウ
．

設
定

方
法

　
　

及
び

エ
．

推
計

に
お

け
る

使
用

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

ク
．

デ
ー

タ
の

十
分

性
・
信

頼
性

の
検

証
状

況
基

礎
率

の
種

類
イ

．
基

礎
率

設
定

の
際

に
使

用
し

た
他

の
デ

ー
タ

オ
．

年
度

等
に

よ
り

用
い

る
率

を
変

え
て

い
る

場
合

、
そ

の
方

法
キ

．
変

更
理

由
ケ

．
合

理
性

・
妥

当
性

の
検

証
状

況
［
ア

は
、

内
容

（
表

別
、

集
計

項
目

、
集

計
対

象
等

）
、

使
用

年
度

、
出

所
、

抽
出

方
法

等
、

イ
は

、
内

容
、

出
所

等
］

［
概

要
（
考

え
方

と
方

法
）
、

加
工

・
補

正
・
補

完
等

の
方

法
］

［
概

要
（
ど

の
よ

う
な

デ
ー

タ
に

ど
う

使
い

何
を

算
出

す
る

か
）
］

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
障

害
年

金
受

給
権

者
数

（
平

成
2
5
～

2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
障

害
・
遺

族
年

金
新

規
裁

定
者

数
（
平

成
2
6
～

2
8
年

度
）

被
保

険
者

種
別

毎
に

障
害

年
金

の
年

度
中

失
権

者
数

に
年

金
受

給
権

者
１

人
当

た
り

加
給

対
象

者
数

割
合

を
乗

じ
た

も
の

が
、

年
齢

計
で

遺
族

年
金

新
規

裁
定

者
数

と
な

る
よ

う
設

定
。

共
済

に
つ

い
て

は
、

旧
厚

と
同

じ
数

値
を

設
定

。

遺
族

厚
生

年
金

が
新

規
裁

定
さ

れ
る

子
を

、
「
母

が
い

な
い

子
」
か

ら
「
親

が
い

な
い

子
」
に

変
更

。

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

年
金

受
給

権
者

１
人

当
た

り
加

給
対

象
者

数
割

合
（
障

害
年

金
）

国
勢

調
査

遺
族

年
金

が
父

子
家

庭
に

拡
大

さ
れ

た
た

め
（
平

成
2
6
年

４
月

）
。

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
被

保
険

者
種

別
・
被

保
険

者
で

あ
っ

た
者

の
死

亡
時

年
齢

別
　

遺
族

年
金

新
規

裁
定

者
の

平
均

年
齢

（
平

成
2
6
～

2
8
年

度
）

【
共

済
】

被
保

険
者

種
別

・
被

保
険

者
で

あ
っ

た
者

の
死

亡
時

年
齢

別
　

遺
族

年
金

新
規

裁
定

者
の

平
均

年
齢

（
平

成
2
7
～

2
8
年

度
）

被
保

険
者

種
別

・
被

保
険

者
で

あ
っ

た
者

の
死

亡
時

年
齢

と
遺

族
年

金
新

規
裁

定
者

の
平

均
年

齢
か

ら
設

定
遺

族
厚

生
年

金
が

新
規

裁
定

さ
れ

る
子

を
、

「
母

が
い

な
い

子
」
か

ら
「
親

が
い

な
い

子
」
に

変
更

。

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

遺
族

年
金

が
父

子
家

庭
に

拡
大

さ
れ

た
た

め
（
平

成
2
6
年

４
月

）
。

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
被

保
険

者
種

別
・
年

金
種

別
・
年

齢
別

　
受

給
権

者
数

　
（
平

成
2
6
～

2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
・
年

金
種

別
・
年

齢
別

・
続

柄
別

　
加

給
年

金
対

象
者

数
（
平

成
2
6

～
2
8
年

度
末

）
【
共

済
】

被
保

険
者

種
別

・
年

金
種

別
・
年

齢
別

　
受

給
権

者
数

　
（
平

成
2
7
～

2
8
年

度
末

）
被

保
険

者
種

別
・
年

金
種

別
・
年

齢
別

・
続

柄
別

　
加

給
年

金
対

象
者

数
（
平

成
2
7

～
2
8
年

度
末

）

被
保

険
者

種
別

・
年

金
種

別
・
年

齢
別

に
受

給
権

者
数

に
対

す
る

加
給

年
金

対
象

者
数

を
続

柄
別

に
設

定

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

国
勢

調
査

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
【
共

済
】

被
保

険
者

種
別

・
老

齢
通

老
別

・
在

職
退

職
別

・
年

齢
別

　
受

給
権

者
数

、
年

金
額

、
受

給
者

数
、

支
給

額
（
平

成
2
8
年

度
末

）

被
保

険
者

種
別

、
老

齢
通

老
別

、
在

職
退

職
別

、
年

齢
別

に
支

給
額

を
年

金
額

で
除

し
て

、
ま

た
、

受
給

者
数

を
受

給
権

者
数

で
除

し
て

設
定

。

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
障

害
厚

生
年

金
の

等
級

別
　

障
害

年
金

受
給

権
者

数
　

（
平

成
2
6
～

2
8
年

度
末

）
【
共

済
】

障
害

厚
生

年
金

の
等

級
別

　
障

害
年

金
受

給
権

者
数

　
（
平

成
2
7
～

2
8
年

度
末

）

障
害

厚
生

年
金

の
等

級
別

の
受

給
者

構
成

割
合

か
ら

設
定

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
前

回
財

政
検

証
の

数
値

と
の

比
較

な
ど

を
行

っ
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
・
支

給
開

始
年

齢
の

引
上

げ
の

影
響

や
、

遺
族

厚
生

年
金

と
老

齢
厚

生
年

金
の

併
給

の
見

直
し

の
影

響
な

ど
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
前

回
財

政
検

証
や

前
々

回
財

政
検

証
の

数
値

と
の

比
較

な
ど

を
行

っ
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
・
年

齢
計

で
実

績
値

と
一

致
す

る
よ

う
整

合
性

を
取

っ
て

い
る

。
・
国

勢
調

査
の

有
配

偶
率

と
の

整
合

性
を

確
認

し
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
前

回
財

政
検

証
や

前
々

回
財

政
検

証
の

数
値

と
の

比
較

な
ど

を
行

っ
て

い
る

。

有
遺

族
率

（
障

害
厚

生
年

金
受

給
権

者
死

亡
）

死
亡

し
た

受
給

権
者

数
に

乗
じ

る
こ

と
に

よ
り

、
遺

族
年

金
の

新
規

裁
定

者
数

を
推

計

被
保

険
者

で
あ

っ
た

者
と

遺
族

厚
生

年
金

受
給

権
者

の
年

齢
相

関

死
亡

し
た

被
保

険
者

ま
た

は
受

給
権

者
の

年
齢

か
ら

、
遺

族
年

金
の

新
規

裁
定

者
の

年
齢

を
推

計

年
金

受
給

権
者

１
人

当
た

り
加

給
対

象
者

数
割

合

各
年

度
末

の
受

給
権

者
数

に
乗

じ
る

こ
と

に
よ

り
、

加
給

年
金

が
支

給
さ

れ
る

者
の

数
を

推
計

年
金

支
給

率

各
年

度
末

の
在

職
老

齢
年

金
受

給
権

者
の

人
数

・
年

金
額

に
乗

じ
る

こ
と

に
よ

り
、

支
給

停
止

さ
れ

る
部

分
を

除
い

た
人

数
・
年

金
額

を
推

計

障
害

厚
生

年
金

の
等

級
割

合

障
害

厚
生

年
金

の
新

規
裁

定
者

の
数

に
乗

じ
る

こ
と

に
よ

り
、

新
規

裁
定

者
数

を
等

級
別

に
推

計
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ア
．

元
と

な
る

統
計

　
　

及
び

ウ
．

設
定

方
法

　
　

及
び

エ
．

推
計

に
お

け
る

使
用

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

ク
．

デ
ー

タ
の

十
分

性
・
信

頼
性

の
検

証
状

況
基

礎
率

の
種

類
イ

．
基

礎
率

設
定

の
際

に
使

用
し

た
他

の
デ

ー
タ

オ
．

年
度

等
に

よ
り

用
い

る
率

を
変

え
て

い
る

場
合

、
そ

の
方

法
キ

．
変

更
理

由
ケ

．
合

理
性

・
妥

当
性

の
検

証
状

況
［
ア

は
、

内
容

（
表

別
、

集
計

項
目

、
集

計
対

象
等

）
、

使
用

年
度

、
出

所
、

抽
出

方
法

等
、

イ
は

、
内

容
、

出
所

等
］

［
概

要
（
考

え
方

と
方

法
）
、

加
工

・
補

正
・
補

完
等

の
方

法
］

［
概

要
（
ど

の
よ

う
な

デ
ー

タ
に

ど
う

使
い

何
を

算
出

す
る

か
）
］

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
被

保
険

者
種

別
・
年

齢
別

　
新

規
加

入
者

数
（
平

成
2
6
～

2
8
年

度
）

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

　
再

加
入

者
数

（
平

成
2
6
～

2
8
年

度
）

【
共

済
】

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

　
新

規
加

入
者

数
（
平

成
2
7
～

2
8
年

度
）

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

　
再

加
入

者
数

（
平

成
2
7
～

2
8
年

度
）

被
保

険
者

種
別

・
年

齢
別

に
年

度
中

再
加

入
者

数
を

年
度

中
の

新
規

加
入

者
数

と
再

加
入

者
数

の
和

で
除

し
た

も
の

を
平

滑
化

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

ア
．

元
と

な
る

統
計

ウ
．

設
定

方
法

カ
．

前
回

か
ら

の
変

更
点

【
旧

厚
年

】
年

齢
別

　
遺

族
年

金
受

給
権

者
の

う
ち

夫
・
妻

の
数

　
（
平

成
2
6
～

2
8
年

度
末

）
年

齢
別

　
遺

族
年

金
受

給
権

者
の

う
ち

子
あ

り
夫

・
子

あ
り

妻
の

数
　

（
平

成
2
6
～

2
8

年
度

末
）

年
齢

別
に

遺
族

年
金

受
給

権
者

の
う

ち
子

あ
り

夫
・
子

あ
り

妻
の

数
を

、
そ

れ
ぞ

れ
遺

族
年

金
受

給
権

者
の

う
ち

夫
・
妻

の
数

で
除

し
て

設
定

。
共

済
に

つ
い

て
は

、
旧

厚
と

同
じ

数
値

を
設

定
。

遺
族

厚
生

年
金

受
給

権
者

で
あ

る
妻

の
有

子
割

合
に

加
え

て
、

夫
の

有
子

割
合

に
つ

い
て

も
作

成
。

イ
．

基
礎

率
設

定
の

際
に

使
用

し
た

他
の

デ
ー

タ
オ

．
年

度
等

に
よ

り
用

い
る

率
を

変
え

て
い

る
場

合
、

そ
の

方
法

キ
．

変
更

理
由

遺
族

年
金

受
給

者
の

う
ち

子
あ

り
夫

の
数

に
つ

い
て

は
、

遺
族

年
金

が
父

子
家

庭
に

拡
大

（
平

成
2
4
年

改
正

）
さ

れ
た

こ
と

に
伴

う
制

度
改

正
の

成
熟

度
に

応
じ

て
、

年
齢

毎
に

使
用

す
る

年
度

を
変

え
て

い
る

。

遺
族

年
金

が
父

子
家

庭
に

拡
大

さ
れ

た
た

め
（
平

成
2
6
年

４
月

）
。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
前

回
財

政
検

証
や

前
々

回
財

政
検

証
の

数
値

と
の

比
較

な
ど

を
行

っ
て

い
る

。

・
前

回
の

財
政

検
証

の
基

礎
率

と
の

比
較

を
行

っ
て

い
る

。
・
数

理
課

内
で

打
合

せ
を

行
い

、
基

礎
率

の
合

理
性

等
を

確
認

し
て

い
る

。
・
国

勢
調

査
に

お
け

る
死

別
し

た
配

偶
者

の
有

子
割

合
と

の
比

較
な

ど
を

行
っ

て
い

る
。

再
加

入
率

当
年

度
中

に
新

規
加

入
ま

た
は

再
加

入
す

る
者

の
う

ち
、

再
加

入
す

る
者

の
数

を
推

計

遺
族

厚
生

年
金

受
給

権
者

の
有

子
割

合

遺
族

厚
生

年
金

受
給

権
者

の
年

金
額

に
乗

じ
る

こ
と

に
よ

り
、

遺
族

基
礎

年
金

の
額

、
中

高
齢

寡
婦

加
算

ま
た

は
経

過
的

寡
婦

加
算

が
支

給
さ

れ
な

い
額

を
推

計
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様式③ 積立金の初期値の積算根拠

積算時点 平成29(2017) 年度末 【国民年金】

種類 積算（評価）方法 積立金額（億円）

国民年金勘定 市場価格 92,210

国庫負担繰延額その他 23,804

116,014

2017年度末時点の積立金額に、2018年度の収支差引残を加算することにより、2018年度末時点の積立金
額を推計

※積立金の初期値（平成29(2017)年度末）から財政見通しの出発点となる積立金（平成30(2018)年度末）を
推計した過程

　備　考

国庫負担繰延額の元本に、一定の仮定を置き試算し
た運用収入相当額を加えたもの。

計

※種類の欄には、厚生年金勘定、国共済、地共済、私学共済、国民年金勘定、存続厚生年金基金の最低
責任準備金等、国庫負担繰延額など、資産の種類を記入する。
※積算（評価）方法の欄には、市場価格、簿価（償却原価）、簿価（取得原価）、理論値、その他のいずれか
を記入する。なお、「理論値」又は「その他」の場合には、備考欄に積算（評価）の詳細等を記載する。
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様式③ 積立金の初期値の積算根拠

積算時点 平成29(2017) 年度末 【厚生年金】

種類 積算（評価）方法 積立金額（億円）

厚生年金勘定 市場価格 1,549,035

存続厚生年金
基金の最低責
任準備金等

理論値 95,952

国庫負担繰延額その他 37,590

国共済 市場価格 72,687

地共済 市場価格 213,577

私学共済 市場価格 22,219

1,991,060

　備　考

事業年度末時点の存続厚生年金基金や存続連合会
の最低責任準備金に加え、既に解散した厚生年金基
金等の最低責任準備金のうち、国に納付されていな
いものを含む。

国庫負担繰延額の元本に、一定の仮定を置き試算し
た運用収入相当額を加えたもの。

2017年度末時点の積立金額に、2018年度の収支差引残を加算することにより、2018年度末時点の積立金
額を推計

計

※種類の欄には、厚生年金勘定、国共済、地共済、私学共済、国民年金勘定、存続厚生年金基金の最低
責任準備金等、国庫負担繰延額など、資産の種類を記入する。
※積算（評価）方法の欄には、市場価格、簿価（償却原価）、簿価（取得原価）、理論値、その他のいずれか
を記入する。なお、「理論値」又は「その他」の場合には、備考欄に積算（評価）の詳細等を記載する。

※積立金の初期値（平成29(2017)年度末）から財政見通しの出発点となる積立金（平成30(2018)年度末）を
推計した過程
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６
－
１
　
前
回
レ
ビ
ュ
ー
の
「
今
後
の
財
政
検
証
へ
の
提
言
」
へ
の
対
応
状
況

（
番

号
は

前
回

ピ
ア

レ
ビ

ュ
ー

報
告

書
「

第
10

章
 

平
成

26
年

財
政

検
証

・
財

政
再

計
算

の
評

価
及

び
今

後
の

財
政

検
証

へ
の

提
言

」
の

該
当

節
等

番
号

）

１
 

平
成

26
年

財
政

検
証

・
財

政
再

計
算

の
評

価

（
２

）
財

政
検

証
・

財
政

再
計

算
結

果
に

係
る

評
価

①
 

財
政

見
通

し

法
律

に
定

め
る

財
政

検
証

の
重

要
な

目
的

の
一

つ
に

、
マ

ク
ロ

経
済

ス
ラ

イ
ド

に
よ

る
給

付
水

準
調

整
の

終
了

年
度

を
定

め
る

こ
と

が
あ

る
。

今
回

財
政

検
証

の
よ

う
に

複
数

の
ケ

ー
ス

が
並

列
的

に
扱

わ
れ

た
ま

ま
で

は
、

最
終

的
局

面
で

当
該

終
了

年
度

を
決

定
で

き
ず

、
財

政
検

証
の

重
要

な
目

的
の

一
つ

を
果

た
せ

な
く

な
る

の
で

は
な

い
か

と
い

う
こ

と
が

懸
念

さ
れ

る
。

 
前

回
ピ

ア
レ

ビ
ュ

ー
報

告
書

で
は

、
「

幅
広

い
前

提
に

よ
る

結
果

が
示

さ
れ

た
こ

と
は

、
将

来
の

様
々

な
可

能
性

を
検

証
し

、
こ

れ
か

ら
の

制
度

改
正

の
議

論
に

大
い

に
資

す
る

も
の

と
し

て
評

価
で

き
る

」
と

、
肯

定
的

な
報

告
も

な
さ

れ
て

い
る

。
 

ま
た

、
経

済
・

財
政

の
専

門
家

か
ら

な
る

社
会

保
障

審
議

会
年

金
部

会
の

下
に

設
置

さ
れ

た
「

年
金

財
政

に
お

け
る

経
済

前
提

に
関

す
る

専
門

委
員

会
」

報
告

書
で

は
「

財
政

 検
証

の
結

果
は

、
 人

口
や

経
済

を
含

め
た

将
来

の
状

況
を

正
確

に
見

通
す

予
測

（
fo

re
ca

st
）

と
い

う
よ

り
も

、
人

口
や

経
済

等
に

関
し

て
現

時
点

で
得

ら
れ

る
デ

ー
タ

を
一

定
の

シ
ナ

リ
オ

に
基

づ
き

将
来

の
年

金
財

政
へ

投
影

（
pr

oj
ec

tio
n）

す
る

も
の

と
い

う
性

格
に

留
意

が
必

要
 で

あ
る

。
こ

の
た

め
、

財
政

検
証

に
当

た
っ

て
は

、
 長

期
的

に
妥

当
と

考
え

ら
れ

る
複

数
の

シ
ナ

リ
オ

を
幅

広
く

想
定

し
た

上
で

、
長

期
の

平
均

的
な

姿
と

し
て

複
数

ケ
ー

ス
の

前
提

を
設

定
し

、
そ

の
結

果
に

つ
い

て
も

幅
を

持
っ

て
解

釈
す

る
必

要
が

あ
る

」
と

の
結

論
を

得
て

い
る

。
 

こ
れ

ら
を

考
慮

し
て

、
20

19
年

財
政

検
証

で
は

、
ケ

ー
ス

Ⅰ
～

Ⅵ
の

幅
の

広
い

６
ケ

ー
ス

を
設

定
し

て
お

り
、

マ
ク

ロ
経

済
ス

ラ
イ

ド
の

終
了

は
、

財
政

検
証

の
結

果
を

踏
ま

え
て

総
合

的
に

判
断

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

②
 

推
計

結
果

の
分

析
及

び
結

果
の

示
し

方

前
回

財
政

検
証

以
降

に
行

わ
れ

た
制

度
改

正
の

財
政

影
響

に
つ

い
て

は
、

前
回

検
証

結
果

か
ら

の
財

政
的

変
化

の
分

析
の

中
で

分
析

し
示

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
 

20
16

年
の

年
金

改
革

法
で

は
、

以
下

の
と

お
り

年
金

額
の

改
定

ル
ー

ル
の

見
直

し
が

行
わ

れ
、

こ
れ

ら
の

制
度

改
正

の
効

果
は

、
今

回
の

財
政

検
証

で
オ

プ
シ

ョ
ン

試
算

の
「

参
考

試
算

」
で

示
し

て
い

る
。

・
賃

金
変

動
が

物
価

変
動

を
下

回
る

場
合

に
賃

金
変

動
に

合
わ

せ
て

年
金

額
を

改
定

す
る

考
え

方
を

徹
底

・
マ

ク
ロ

経
済

ス
ラ

イ
ド

に
つ

い
て

、
年

金
の

名
目

額
が

前
年

度
を

下
回

ら
な

い
措

置
を

維
持

し
つ

つ
、

賃
金

・
物

価
上

昇
の

範
囲

内
で

前
年

度
ま

で
の

未
調

整
分

を
含

め
て

調
整

実
質

的
収

支
を

み
る

こ
と

も
大

事
で

あ
る

が
、

制
度

や
財

政
の

実
態

を
理

解
す

る
上

で
、

ま
ず

は
全

て
の

収
入

、
支

出
項

目
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

明
示

さ
れ

る
必

要
が

あ
る

。
 

年
金

財
政

上
の

観
点

か
ら

、
実

質
的

な
収

入
・

支
出

を
捉

え
る

こ
と

が
重

要
と

考
え

て
い

る
。

 
基

礎
年

金
に

つ
い

て
は

、
基

礎
年

金
給

付
と

基
礎

年
金

相
当

給
付

（
旧

法
の

１
階

部
分

に
相

当
す

る
給

付
）

を
あ

わ
せ

た
費

用
を

基
礎

年
金

拠
出

金
に

よ
り

各
制

度
・

実
施

機
関

が
負

担
す

る
仕

組
み

と
な

っ
て

い
る

。
こ

の
た

め
、

支
出

に
お

い
て

、
基

礎
年

金
相

当
給

付
に

要
す

る
費

用
が

、
基

礎
年

金
拠

出
金

に
も

重
複

し
て

含
ま

れ
る

こ
と

と
な

る
た

め
、

収
支

見
通

し
に

お
い

て
は

、
基

礎
年

金
相

当
給

付
に

要
す

る
費

用
に

充
て

る
た

め
の

交
付

金
で

あ
る

基
礎

年
金

交
付

金
を

収
入

・
支

出
両

面
か

ら
控

除
し

て
い

る
。

な
お

、
基

礎
年

金
交

付
金

の
見

通
し

は
、

様
式

⑨
－

３
に

お
い

て
示

し
て

い
る

。
推

計
結

果
の

情
報

公
開

に
つ

い
て

は
、

一
般

被
保

険
者

に
必

ず
し

も
こ

れ
ら

の
理

解
が

十
分

進
ん

で
い

な
い

の
で

は
な

い
か

と
も

思
わ

れ
る

こ
と

か
ら

、
各

制
度

に
お

い
て

は
、

情
報

公
開

の
方

法
や

内
容

を
分

か
り

易
く

す
る

工
夫

等
に

つ
き

、
引

き
続

き
検

討
、

努
力

さ
れ

る
よ

う
望

み
た

い
。

 
今

回
の

財
政

検
証

の
公

表
資

料
で

は
、

「
４

－
３

 
結

果
の

表
示

方
法

の
変

更
点

」
で

も
記

し
た

よ
う

に
、

内
容

を
分

か
り

易
く

す
る

た
め

の
工

夫
を

行
っ

て
い

る
。対

応
状

況
今

後
の

財
政

検
証

へ
の

提
言
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（
番

号
は

前
回

ピ
ア

レ
ビ

ュ
ー

報
告

書
「

第
10

章
 

平
成

26
年

財
政

検
証

・
財

政
再

計
算

の
評

価
及

び
今

後
の

財
政

検
証

へ
の

提
言

」
の

該
当

節
等

番
号

）
対

応
状

況
今

後
の

財
政

検
証

へ
の

提
言

（
３

）
推

計
方

法
に

係
る

評
価

①
 

基
礎

数
・

基
礎

率
全

般

被
用

者
年

金
一

元
化

の
下

で
の

基
礎

数
・

基
礎

率
の

作
成

方
法

に
つ

い
て

は
、

制
度

ご
と

に
異

な
る

方
法

を
用

い
る

こ
と

に
合

理
的

理
由

が
あ

る
場

合
を

除
い

て
は

、
各

制
度

が
そ

れ
ぞ

れ
従

来
の

手
法

に
固

執
す

る
こ

と
な

く
、

全
制

度
共

通
の

標
準

的
な

方
法

を
設

定
し

て
用

い
る

べ
き

で
あ

る
。

な
お

、
基

礎
率

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

実
績

の
動

向
が

年
金

財
政

に
与

え
る

影
響

に
も

注
意

し
、

特
に

将
来

の
傾

向
が

確
実

に
見

込
め

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
で

き
る

だ
け

フ
ォ

ワ
ー

ド
ル

ッ
キ

ン
グ

の
観

点
で

適
切

に
作

成
さ

れ
る

よ
う

留
意

す
べ

き
で

あ
る

。

 
今

回
の

財
政

検
証

で
は

、
被

用
者

年
金

の
一

元
化

が
施

行
さ

れ
て

い
る

た
め

、
厚

生
労

働
省

に
お

い
て

、
厚

生
年

金
保

険
法

施
行

規
則

第
88

条
の

10
に

基
づ

き
、

各
実

施
機

関
か

ら
報

告
さ

れ
た

デ
ー

タ
を

基
に

設
定

し
て

い
る

。
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

制
度

固
有

の
状

況
を

踏
ま

え
る

必
要

が
あ

る
な

ど
の

合
理

的
な

理
由

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
全

制
度

共
通

の
方

法
を

取
っ

て
い

る
。

ま
た

、
基

礎
率

に
つ

い
て

は
、

過
去

の
制

度
改

正
の

影
響

や
失

権
率

・
有

配
偶

率
な

ど
、

将
来

の
傾

向
が

見
込

め
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

適
切

に
見

込
ん

だ
上

で
作

成
し

て
い

る
。

②
 

経
済

前
提

の
設

定

例
え

ば
、

将
来

の
労

働
力

人
口

の
減

少
と

労
働

分
配

率
を

一
定

と
置

く
こ

と
の

整
合

性
等

人
口

動
態

と
経

済
と

の
関

連
性

、
過

去
の

実
績

値
を

用
い

る
場

合
の

用
い

方
が

過
去

の
財

政
検

証
時

と
異

な
る

場
合

等
で

恣
意

を
い

か
に

排
除

す
る

か
、

積
立

金
運

用
に

お
け

る
昨

今
の

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ

ィ
の

高
ま

り
を

考
慮

し
た

運
用

利
回

り
の

設
定

、
マ

ク
ロ

経
済

ス
ラ

イ
ド

の
有

効
性

に
特

に
重

要
な

影
響

の
あ

る
賃

金
上

昇
率

及
び

物
価

上
昇

率
の

設
定

方
法

等
、

さ
ら

に
研

究
さ

れ
る

べ
き

課
題

が
あ

る
と

思
わ

れ
る

。
い

ず
れ

に
せ

よ
、

我
が

国
の

公
的

年
金

制
度

の
財

政
検

証
に

お
け

る
経

済
前

提
の

設
定

方
法

に
つ

い
て

は
、

引
き

続
き

研
究

、
検

討
が

な
さ

れ
、

さ
ら

に
よ

り
良

い
も

の
と

な
っ

て
い

く
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

 
今

回
の

経
済

前
提

の
設

定
に

お
け

る
経

済
モ

デ
ル

の
建

て
方

に
つ

い
て

は
、

社
会

保
障

審
議

会
年

金
部

会
の

下
に

設
置

さ
れ

た
「

年
金

財
政

に
お

け
る

経
済

前
提

に
関

す
る

専
門

委
員

会
」

に
お

い
て

、
「

こ
れ

ま
で

の
財

政
検

証
に

お
い

て
長

期
の

経
済

前
提

を
設

定
す

る
際

に
用

い
ら

れ
て

き
た

マ
ク

ロ
経

済
に

関
す

る
試

算
に

基
づ

く
設

定
方

法
は

、
諸

外
国

に
お

け
る

経
済

前
提

の
設

定
方

法
と

比
べ

て
も

工
夫

さ
れ

た
も

の
と

な
っ

て
い

る
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

今
回

も
基

本
的

に
は

同
様

の
手

法
を

用
い

る
こ

と
と

す
る

。
た

だ
し

、
そ

の
後

の
状

況
変

化
等

を
踏

ま
え

、
改

善
が

可
能

と
考

え
ら

れ
る

点
に

つ
い

て
は

改
善

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
」

と
さ

れ
た

。
 

前
回

か
ら

の
改

善
点

に
つ

い
て

、
具

体
的

に
は

以
下

の
よ

う
な

改
善

を
行

っ
た

。
・

今
回

の
分

析
で

明
ら

か
と

な
っ

た
消

費
者

物
価

指
数

と
G

D
Pデ

フ
レ

ー
タ

ー
の

差
の

う
ち

、
算

式
の

違
い

に
よ

り
生

じ
て

い
る

部
分

に
つ

い
て

は
、

将
来

に
わ

た
り

続
く

可
能

性
も

考
え

ら
れ

る
た

め
、

一
定

程
度

考
慮

す
る

こ
と

と
し

た
。

・
20

14
（

平
成

26
）

財
政

検
証

に
お

い
て

は
、

将
来

の
実

質
長

期
金

利
の

長
期

的
な

平
均

値
を

推
計

し
た

う
え

で
、

内
外

の
株

式
等

に
よ

る
分

散
投

資
効

果
を

上
積

み
す

る
と

い
う

考
え

方
で

設
定

し
て

い
た

が
、

 
・

近
年

、
長

期
金

利
は

中
央

銀
行

の
政

策
の

影
響

も
大

き
く

受
け

る
な

ど
、

マ
ク

ロ
経

済
に

関
す

る
試

算
の

中
で

の
位

置
づ

け
が

わ
か

り
に

く
く

な
っ

て
い

る
 

・
年

金
積

立
金

の
市

場
運

用
を

開
始

し
た

20
01

（
平

成
13

）
年

度
か

ら
17

年
以

上
が

経
過

し
、

年
金

積
立

金
管

理
運

用
独

立
行

政
法

人
（

以
下

「
G

PI
F」

と
い

う
。

）
の

運
用

実
績

（
20

05
年

度
以

前
は

年
金

資
金

運
用

基
金

の
運

用
実

績
。

以
下

同
様

。
）

を
活

用
す

る
環

境
が

整
っ

た
こ

と
か

ら
、

今
回

か
ら

は
、

運
用

利
回

り
の

設
定

に
当

た
っ

て
は

G
PI

Fの
運

用
実

績
を

活
用

し
た

。

④
 

共
済

年
金

の
被

保
険

者
数

の
見

通
し

公
務

員
共

済
の

将
来

の
被

保
険

者
数

に
つ

い
て

は
、

将
来

の
行

政
改

革
等

の
方

向
性

と
も

相
ま

っ
て

、
将

来
を

正
確

に
見

通
す

こ
と

は
非

常
に

困
難

な
面

が
あ

る
こ

と
も

否
め

な
い

。
そ

う
い

っ
た

事
情

に
も

配
慮

し
、

前
回

の
当

部
会

の
指

摘
の

趣
旨

を
踏

ま
え

、
複

数
の

可
能

性
を

想
定

し
た

対
応

に
つ

い
て

検
討

さ
れ

る
こ

と
を

望
み

た
い

。

－
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（
番

号
は

前
回

ピ
ア

レ
ビ

ュ
ー

報
告

書
「

第
10

章
 

平
成

26
年

財
政

検
証

・
財

政
再

計
算

の
評

価
及

び
今

後
の

財
政

検
証

へ
の

提
言

」
の

該
当

節
等

番
号

）
対

応
状

況
今

後
の

財
政

検
証

へ
の

提
言

（
４

）
実

施
体

制
、

年
金

制
度

間
の

連
携

 
財

政
検

証
の

作
業

量
な

ど
に

応
じ

て
適

切
に

担
当

職
員

を
配

置
し

て
い

る
。

ま
た

、
厚

生
年

金
担

当
、

国
民

年
金

担
当

ご
と

に
、

そ
れ

ぞ
れ

で
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
方

法
等

の
研

修
を

実
施

す
る

な
ど

し
て

、
担

当
者

の
専

門
性

・
資

質
の

向
上

に
努

め
て

い
る

。

 
基

礎
数

・
基

礎
率

の
作

成
、

被
保

険
者

数
の

将
来

推
計

、
国

共
済

・
地

共
済

の
財

政
調

整
等

に
つ

い
て

、
実

施
機

関
所

管
省

及
び

実
施

機
関

の
数

理
担

当
者

と
連

絡
会

議
を

行
っ

た
。

ま
た

、
将

来
推

計
作

業
に

お
い

て
も

、
国

共
済

・
地

共
済

間
の

財
政

調
整

を
織

り
込

ん
だ

実
施

機
関

別
の

収
支

見
通

し
を

厚
生

労
働

省
が

作
成

す
る

等
の

過
程

に
お

い
て

、
各

実
施

機
関

担
当

省
と

連
携

を
図

っ
た

。
 

ま
た

、
基

礎
数

・
基

礎
率

の
作

成
に

あ
た

っ
て

は
、

上
記

（
３

）
①

の
と

お
り

、
合

理
的

な
理

由
が

あ
る

場
合

を
除

き
、

全
制

度
共

通
の

方
法

を
取

っ
て

い
る

。
（

５
）

給
付

水
準

調
整

期
間

に
み

る
制

度
の

安
定

性

 
基

礎
年

金
の

動
向

に
つ

い
て

み
る

と
、

20
09

（
平

成
21

）
年

、
20

14
（

平
成

26
）

年
の

過
去

の
財

政
検

証
で

は
、

マ
ク

ロ
経

済
ス

ラ
イ

ド
の

調
整

期
間

が
延

び
て

お
り

、
所

得
代

替
率

も
下

が
る

傾
向

に
あ

っ
た

。
今

回
の

検
証

結
果

で
は

、
・

厚
生

年
金

被
保

険
者

の
増

加
や

・
運

用
収

益
の

増
加

と
い

っ
た

年
金

財
政

へ
の

プ
ラ

ス
要

素
や

、
20

16
年

年
金

改
正

に
よ

る
年

金
額

改
定

の
改

正
な

ど
も

あ
り

、
こ

れ
ま

で
見

ら
れ

た
よ

う
な

基
礎

年
金

部
分

の
所

得
代

替
率

の
低

下
に

も
歯

止
め

が
か

か
っ

た
。

 
し

か
し

な
が

ら
、

報
酬

比
例

部
分

と
の

相
対

関
係

で
は

依
然

と
し

て
基

礎
年

金
の

調
整

期
間

が
長

期
化

し
て

い
る

事
実

が
あ

り
、

20
20

年
年

金
改

革
法

の
附

帯
決

議
で

も
規

定
さ

れ
て

い
る

よ
う

に
、

基
礎

年
金

水
準

の
引

き
上

げ
に

む
け

て
検

討
を

実
施

し
て

い
く

。

（
６

）
有

限
均

衡
方

式

 
永

久
均

衡
方

式
で

は
、

10
0年

よ
り

先
の

将
来

見
通

し
ま

で
考

慮
に

入
れ

て
、

給
付

水
準

調
整

を
行

う
こ

と
に

な
る

こ
と

か
ら

、
将

来
見

通
し

の
限

界
を

踏
ま

え
、

有
限

均
衡

方
式

が
適

切
と

考
え

て
い

る
。

こ
の

よ
う

な
考

え
方

は
数

理
レ

ポ
ー

ト
に

記
さ

れ
て

い
る

。
 

財
政

方
式

を
含

め
公

的
年

金
の

財
政

や
そ

の
検

証
結

果
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
ま

で
も

財
政

検
証

結
果

レ
ポ

ー
ト

や
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

「
い

っ
し

ょ
に

検
証

！
公

的
年

金
（

い
わ

ゆ
る

、
年

金
マ

ン
ガ

）
」

等
で

お
示

し
し

て
き

て
い

る
が

、
さ

ら
な

る
充

実
に

む
け

て
都

度
、

検
討

を
し

て
い

く
。

（
８

）
国

共
済

、
地

共
済

ご
と

の
財

政
見

通
し

 
厚

生
労

働
省

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

お
い

て
、

実
施

機
関

（
旧

厚
年

、
国

共
済

、
地

共
済

、
私

学
共

済
）

別
の

収
支

見
通

し
を

お
示

し
し

て
い

る
。

被
用

者
年

金
一

元
化

に
よ

り
導

入
さ

れ
た

財
政

調
整

等
の

総
合

的
な

仕
組

み
が

適
切

に
機

能
す

る
か

ど
う

か
の

確
認

の
観

点
か

ら
、

そ
れ

ぞ
れ

の
財

政
見

通
し

に
つ

い
て

も
示

さ
れ

る
よ

う
強

く
望

む
も

の
で

あ
る

。

実
施

体
制

に
つ

い
て

、
ま

ず
、

担
当

職
員

数
に

つ
い

て
は

、
計

算
ケ

ー
ス

の
増

大
に

今
後

対
応

で
き

る
の

か
と

い
っ

た
懸

念
も

あ
る

こ
と

か
ら

、
各

制
度

に
お

い
て

は
、

こ
れ

か
ら

も
確

実
な

作
業

が
実

施
さ

れ
る

よ
う

配
慮

を
望

み
た

い
。

ま
た

、
財

政
計

算
の

専
門

性
に

鑑
み

、
担

当
職

員
の

資
質

向
上

に
つ

い
て

も
、

こ
れ

ま
で

の
対

応
で

果
た

し
て

十
分

か
ど

う
か

、
各

制
度

に
お

い
て

よ
く

検
証

し
、

担
当

職
員

の
研

修
機

会
の

拡
大

等
、

こ
れ

ま
で

以
上

に
よ

り
一

層
の

工
夫

、
努

力
が

な
さ

れ
る

こ
と

を
望

み
た

い
。

年
金

各
制

度
間

の
連

携
に

つ
い

て
は

、
今

後
は

、
さ

ら
に

制
度

間
の

連
携

を
強

め
、

特
に

、
推

計
方

法
の

標
準

化
す

べ
き

事
項

に
つ

き
さ

ら
な

る
改

善
が

な
さ

れ
る

こ
と

を
望

み
た

い
。

厚
生

年
金

の
給

付
水

準
調

整
期

間
は

、
前

々
回

の
平

成
16

年
財

政
再

計
算

で
は

報
酬

比
例

部
分

と
基

礎
年

金
部

分
と

で
同

期
間

で
あ

っ
た

が
、

前
回

財
政

検
証

で
は

報
酬

比
例

部
分

の
調

整
期

間
は

短
縮

、
基

礎
年

金
部

分
は

長
期

化
し

た
。

今
回

は
そ

の
傾

向
が

続
き

、
そ

の
差

が
さ

ら
に

広
が

っ
て

い
る

。
特

に
今

回
は

、
ケ

ー
ス

H
で

国
民

年
金

の
積

立
金

が
枯

渇
す

る
ケ

ー
ス

も
示

さ
れ

て
い

る
。

し
た

が
っ

て
、

国
民

年
金

制
度

に
対

す
る

今
後

の
適

切
な

対
応

が
強

く
望

ま
れ

る
。

有
限

均
衡

方
式

自
体

は
、

公
的

年
金

の
積

立
金

の
在

り
方

の
議

論
か

ら
導

入
さ

れ
た

経
緯

が
あ

る
が

、
こ

の
よ

う
な

財
政

方
式

の
特

性
に

つ
い

て
は

、
正

確
に

国
民

に
周

知
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。
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（
番

号
は

前
回

ピ
ア

レ
ビ

ュ
ー

報
告

書
「

第
10

章
 

平
成

26
年

財
政

検
証

・
財

政
再

計
算

の
評

価
及

び
今

後
の

財
政

検
証

へ
の

提
言

」
の

該
当

節
等

番
号

）
対

応
状

況
今

後
の

財
政

検
証

へ
の

提
言

２
 

今
後

の
財

政
検

証
へ

の
提

言

（
１

）
財

政
検

証
の

確
実

な
実

施

 
評

価
及

び
指

摘
事

項
に

つ
い

て
の

個
々

の
項

目
に

、
対

応
状

況
を

記
す

。

（
２

）
年

金
財

政
の

変
動

要
因

分
析

 
20

19
年

８
月

の
年

金
部

会
資

料
と

し
て

、
20

14
年

か
ら

直
近

ま
で

の
実

績
と

20
14

年
財

政
検

証
の

見
通

し
を

、
被

保
険

者
数

等
の

要
因

ご
と

に
比

較
し

、
20

19
年

財
政

検
証

へ
与

え
る

プ
ラ

ス
マ

イ
ナ

ス
の

影
響

が
分

か
る

よ
う

に
要

因
ご

と
に

示
し

て
い

る
。

 
ま

た
、

20
16

年
の

年
金

改
革

法
で

は
、

以
下

の
と

お
り

年
金

額
の

改
定

ル
ー

ル
の

見
直

し
が

行
わ

れ
、

こ
れ

ら
の

制
度

改
正

の
所

得
代

替
率

や
給

付
水

準
調

整
期

間
へ

の
影

響
は

、
今

回
の

財
政

検
証

で
オ

プ
シ

ョ
ン

試
算

の
「

参
考

試
算

」
で

示
し

て
い

る
。

・
賃

金
変

動
が

物
価

変
動

を
下

回
る

場
合

に
賃

金
変

動
に

合
わ

せ
て

年
金

額
を

改
定

す
る

考
え

方
を

徹
底

・
マ

ク
ロ

経
済

ス
ラ

イ
ド

に
つ

い
て

、
年

金
の

名
目

額
が

前
年

度
を

下
回

ら
な

い
措

置
を

維
持

し
つ

つ
、

賃
金

・
物

価
上

昇
の

範
囲

内
で

前
年

度
ま

で
の

未
調

整
分

を
含

め
て

調
整

（
３

）
確

率
的

将
来

見
通

し

 
確

率
的

将
来

見
通

し
に

つ
い

て
は

、
20

14
年

財
政

検
証

の
ピ

ア
レ

ビ
ュ

ー
の

報
告

書
や

、
そ

の
後

の
年

金
数

理
部

会
の

議
論

で
も

指
摘

さ
れ

て
い

る
よ

う
に

、
・

対
象

基
礎

率
の

選
定

、
基

礎
率

の
分

布
の

設
定

が
困

難
で

あ
る

こ
と

・
基

礎
率

間
の

整
合

性
を

ど
う

考
え

る
べ

き
か

・
必

要
な

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

の
回

数
な

ど
技

術
的

な
課

題
・

結
果

の
表

現
方

法
も

難
し

い
な

ど
、

実
施

す
る

た
め

に
は

課
題

が
多

い
と

認
識

し
て

い
る

と
こ

ろ
。

 
特

に
、

人
口

要
素

の
出

生
率

、
死

亡
率

や
経

済
要

素
の

物
価

上
昇

率
、

賃
金

上
昇

率
、

運
用

利
回

り
、

労
働

参
加

率
に

つ
い

て
は

、
財

政
検

証
に

お
け

る
重

要
な

要
素

で
あ

る
た

め
、

将
来

の
確

率
分

布
を

設
定

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

た
が

、
こ

れ
ら

の
確

率
分

布
に

つ
い

て
、

将
来

の
不

確
実

性
を

踏
ま

え
る

と
、

ど
の

よ
う

に
設

定
す

れ
ば

有
用

な
将

来
推

計
と

な
る

か
結

論
を

得
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
。

（
４

）
分

布
推

計

 
現

行
の

財
政

検
証

シ
ス

テ
ム

は
保

険
料

拠
出

期
間

の
合

計
と

そ
の

総
報

酬
の

合
計

を
基

礎
に

、
将

来
の

総
給

付
を

推
計

し
て

い
る

が
、

分
布

推
計

は
個

人
で

の
加

入
履

歴
を

推
計

し
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

 
こ

の
た

め
に

は
新

た
な

入
力

デ
ー

タ
（

個
人

で
国

民
年

金
第

１
～

３
号

の
被

保
険

者
記

録
が

つ
な

が
っ

て
い

る
デ

ー
タ

）
を

基
礎

に
、

抜
本

的
な

財
政

検
証

シ
ス

テ
ム

の
刷

新
が

必
要

と
な

る
が

、
20

19
年

財
政

検
証

で
は

、
ま

だ
、

デ
ー

タ
が

得
ら

れ
な

か
っ

た
上

、
シ

ス
テ

ム
対

応
も

困
難

な
た

め
対

応
で

き
な

か
っ

た
。

次
回

の
検

証
に

向
け

て
、

国
民

年
金

第
１

～
３

号
の

記
録

が
つ

な
が

っ
た

デ
ー

タ
の

入
手

に
努

め
、

財
政

検
証

シ
ス

テ
ム

の
刷

新
に

つ
い

て
も

ど
の

よ
う

な
対

応
が

可
能

か
引

き
続

き
検

討
し

て
い

き
た

い
。

近
年

、
低

年
金

者
の

問
題

が
取

り
上

げ
ら

れ
る

機
会

が
多

く
な

っ
て

い
る

。
ま

た
、

マ
ク

ロ
経

済
ス

ラ
イ

ド
の

導
入

後
、

将
来

世
代

の
受

け
取

る
年

金
額

に
も

関
心

が
集

ま
る

よ
う

に
な

っ
て

い
る

。
し

た
が

っ
て

、
財

政
検

証
に

お
け

る
将

来
見

通
し

に
お

い
て

、
本

来
の

財
政

検
証

の
目

的
と

は
別

に
、

性
別

、
世

代
別

、
年

金
額

階
級

別
の

分
布

推
計

が
と

れ
る

よ
う

に
な

る
こ

と
が

望
ま

し
い

、
と

の
見

方
が

あ
る

。
勿

論
、

現
行

の
財

政
検

証
の

よ
う

に
、

主
に

抽
出

デ
ー

タ
を

用
い

て
世

代
別

、
被

保
険

者
期

間
別

に
平

均
標

準
報

酬
等

の
基

礎
統

計
を

作
成

し
こ

れ
を

基
礎

数
と

し
て

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

す
る

方
法

で
は

、
分

布
推

計
に

は
対

応
で

き
ず

、
こ

れ
に

対
応

す
る

に
は

推
計

方
法

、
デ

ー
タ

及
び

シ
ス

テ
ム

の
大

転
換

が
必

要
と

な
り

容
易

で
は

な
い

。
ま

た
、

果
た

し
て

10
0年

後
の

分
布

推
計

ま
で

必
要

か
、

と
い

っ
た

こ
と

も
あ

る
。

し
か

し
、

財
政

検
証

シ
ス

テ
ム

で
対

応
す

べ
き

か
ど

う
か

は
別

に
し

て
も

、
こ

の
よ

う
な

将
来

推
計

へ
の

要
請

に
つ

い
て

は
、

一
考

を
要

す
る

と
考

え
る

。
な

お
、

こ
の

場
合

の
基

礎
率

の
設

定
に

お
い

て
は

、
年

金
額

階
級

別
失

権
率

や
標

準
報

酬
指

数
カ

ー
ブ

の
フ

ラ
ッ

ト
化

を
組

み
込

む
要

否
を

含
め

現
行

財
政

検
証

よ
り

き
め

細
か

く
設

定
す

る
必

要
性

が
生

じ
る

場
合

が
あ

る
こ

と
に

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
。

今
後

の
公

的
年

金
の

財
政

検
証

に
お

い
て

は
、

前
節

に
お

け
る

今
回

財
政

検
証

に
係

る
当

部
会

の
評

価
及

び
指

摘
事

項
を

踏
ま

え
つ

つ
、

そ
の

意
義

や
目

的
が

確
実

に
果

た
さ

れ
る

よ
う

実
施

さ
れ

た
い

。

厚
生

年
金

及
び

国
民

年
金

の
財

政
検

証
に

よ
り

示
さ

れ
る

将
来

の
所

得
代

替
率

や
給

付
水

準
調

整
期

間
が

、
前

回
財

政
検

証
結

果
か

ら
い

か
に

変
動

し
た

か
に

つ
い

て
は

、
そ

の
要

因
分

析
が

で
き

る
だ

け
詳

細
に

示
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

一
般

的
に

、
年

金
財

政
の

変
動

要
因

は
、

主
に

足
下

の
基

礎
数

の
乖

離
及

び
前

提
と

な
る

基
礎

率
の

乖
離

で
あ

る
が

、
我

が
国

の
公

的
年

金
に

お
い

て
は

、
さ

ら
に

、
制

度
改

正
の

影
響

や
、

有
限

均
衡

方
式

等
財

政
フ

レ
ー

ム
に

起
因

す
る

変
動

も
考

え
得

る
。

い
ず

れ
に

せ
よ

、
財

政
見

通
し

が
過

去
の

見
通

し
か

ら
あ

る
程

度
変

動
し

て
い

く
こ

と
は

避
け

ら
れ

な
い

こ
と

か
ら

、
そ

の
要

因
に

つ
い

て
適

切
に

示
さ

れ
る

こ
と

を
望

み
た

い
。

確
率

的
将

来
見

通
し

に
つ

い
て

は
、

年
金

財
政

の
安

定
性

を
よ

り
詳

細
に

み
る

た
め

の
有

効
な

手
段

と
し

て
、

こ
れ

ま
で

の
当

部
会

の
報

告
書

で
も

提
言

し
て

き
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
こ

れ
は

、
各

基
礎

率
が

一
定

の
確

率
分

布
に

基
づ

く
と

考
え

て
、

将
来

の
財

政
の

有
り

得
る

可
能

性
（

確
率

）
を

示
す

手
法

で
あ

る
。

た
だ

し
、

こ
れ

に
は

、
対

象
基

礎
率

の
選

定
、

基
礎

率
の

分
布

の
設

定
、

基
礎

率
間

の
整

合
性

、
必

要
な

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

の
回

数
、

結
果

の
表

現
方

法
等

様
々

な
課

題
が

あ
り

、
実

施
に

当
た

っ
て

は
あ

る
程

度
の

割
り

切
り

が
必

要
で

あ
る

こ
と

も
同

時
に

述
べ

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

当
部

会
で

は
、

今
回

も
引

き
続

き
確

率
的

将
来

見
通

し
の

検
討

の
必

要
性

に
つ

き
提

言
し

た
い

。
特

に
、

今
回

の
よ

う
に

複
数

の
経

済
前

提
に

基
づ

く
結

果
が

並
列

的
に

扱
わ

れ
て

い
る

と
、

給
付

水
準

調
整

終
了

年
度

を
決

定
す

る
と

い
う

財
政

検
証

本
来

の
目

的
が

果
た

せ
な

く
な

る
こ

と
が

懸
念

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

確
率

的
将

来
見

通
し

は
こ

れ
に

対
す

る
対

応
策

の
一

つ
と

な
り

得
る

と
考

え
る

。
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